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独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病院 病院長　杉山 政則

みなさんこんにちは。本日は第11回勤労者医療
フォーラムにご参加いただきまして誠にありがと
うございます。

ご存じの通りわが国のがん患者さんは、年々増加
しておりまして、生涯の内、2人に1人はがんに罹患
するようになっています。がんは約3割が20～64
歳、すなわち就労世代に診断されています。最近で
はがんの治療成績が向上してきており、約60％の
患者さんが、がん診断後に5年以上生存されていま
す。したがってがんはもはや不治の病ではなくて治
りうる病気、あるいは長く付き合う病気と変化して
きております。

私たち医療者から見ますと、そういう状況ですと
がん患者さんは以前と較べて仕事を続けながら治
療を受けたり、あるいは治療後に仕事に復帰できる
可能性は高いと考えられます。しかし現実には依然
として、がん患者さんの罹患後の離職率は高いとい
う問題点があります。したがってがん患者の治療と
就労の両立を支援する社会的取り組みが必要となっ
てきます。

私たち東京労災病院では、全国に先駆け2009年
から両立支援に関する研究事業を行ってまいりま
した。2014年には当院が属する労働者健康安全機
構が進める両立支援モデル事業の一環として当院
でも治療就労両立支援センターを開設しました。こ
の両立支援センターでは、がんやメンタルヘルスの

患者さんの両立支援を行って、全国の労災病院の中
でも中核的な役割を果たしています。

両立支援においては、患者、医療機関、勤務先の3
者の連携が不可欠です。勤務先、あるいは企業にお
いては、産業医、産業保健スタッフ、人事労務担当の
方々の役割が重要です。

本日のフォーラムでは、「両立支援における医療
機関と企業との連携」をテーマとしました。労働者
の健康管理は、行政のみならず企業にとっても重要
課題のひとつです。企業は良好な職場環境の維持を
含めて従業員の健康を守ることが求められています。
さらに従業員への健康投資を行うことにより、従業
員の活力や生産性が向上し、結果的には企業の業績
向上につながることが期待されています。このよう
な健康経営の概念が広がりつつあります。この健康
経営の観点からも治療就労両立支援は、非常に重要
になってきます。

ただし産業医の選任が義務づけられています大
規模事業所とその義務のない中小企業の間では、両
立支援の実際のアプローチにおいて若干の相違が
見られます。本日はこのような諸問題において基調
講演を行います。さらには独立行政法人労働者健康
安全機構や、それに属する各労災病院の両立支援へ
の取り組みを紹介し、最後にパネルディスカッショ
ンも行います。みなさまの積極的なご参加をお願い
します。以上です。

開会挨拶
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独立行政法人 労働者健康安全機構 理事長　有賀 徹

第11回勤労者医療フォーラムの開催に当たり、
ご挨拶を申しあげたく思います。皆様方におかれま
しては、働いておられる大事な時間に多数の方にお
集まりいただき、心より御礼申しあげます。

私ども労働者健康安全機構は、労災病院を中心に
「勤労者医療の充実」、全国の産業保健総合支援セン
ターを中心に「産業保健の強化」、労働安全衛生総合
研究所などの研究所を中心に「勤労者の安全向上」
を使命としています。

それぞれの施設のみならずお互いに協力しながら、
労災疾病などの医学研究や治療と仕事の両立支援
活動などを行っております。

これらは総じて、私たちの国の総労働力の維持・
発展に与っていますし、同時に、国民の一人ひとり
にとって人生におけるキャリアパスと言いますか、
自己実現への支援という大きな役割を担っています。

今回のフォーラムの「両立支援における医療機関
と企業との連携」という大きなテーマを進めるに当
たり、両立支援コーディネーターの存在が大変重要
であると思います。この両立支援コーディネーター
の養成につきましては、私ども労働者健康安全機構
では、2015年度から養成研修を実施しております。
2017年3月に国から2020年度までに2,000人養成

との目標が示されていますが、2018年度末までに
2,316人を養成しております。２年前倒しで目標を
達成しましたが、現在も各地で養成研修を開催し、
2019年度末までに4,000人を超える予定です。

現在、全国各地の医療機関や企業などにおいて両
立支援コーディネーターを中心に両立支援の実践
がなされているものと存じますが、一方で、職場に
おける理解や協力、所属機関外との連携などの課題
も浮き彫りになってきています。

こうしたことから、今回のフォーラムでは、「両立
支援における医療機関と企業との連携」という大き
なテーマのもとに、両立支援をめぐる最近の行政の
動きや健康経営と両立支援、実際の企業や医療機関
の現場における両立支援への取組みについて、講演
ならびにパネルディスカッションを行い、参加され
た皆様と情報を共有し、討論を行いたいと考えてい
ますので、積極的なご参加をお願いします。

最後に、本日のフォーラムが、1人でも多くの患
者さんの職場への復帰や就労の継続への願いを成
就させることができるよう、両立支援がより実効性
を高め、更なる推進を遂げていくことについて心か
ら祈念いたしまして冒頭のご挨拶にさせていただ
きます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。

理事長挨拶

理事長挨拶
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行政の動きと健康経営の実際
— 座長のことば

独立行政法人 労働者健康安全機構 特任研究ディレクター　嶋田 紘

基調講演Ⅰ ① ③〜

第1席は「治療と仕事の両立支援をめぐる最近の
行政の動きについて」ということで、厚生労働省労
働基準局安全衛生部労働衛生課治療と仕事の両立
支援室室長の丹羽啓達さんにお話ししていただき
ます。第2席は「健康経営と両立支援」というテーマ
で中小企業診断士であり健康経営エキスパートア
ドバイザーのオフィス・ライトハウス代表の檜山敦
子さんに話しいただきます。第3席は、株式会社浅
野製版所経営企画部課長であり産業カウンセラー

の新佐絵吏さんに「浅野製版所における両立支援—
健康経営と働き方改革の視点から—」と題してご講
演いただきます。それでは各先生方には順にご講演
をお願いいたします。

なおご質問もあろうかと思いますが、質問を質問
票に書かれて回収箱に入れていただければパネル
ディスカッションの席でお答えしたいと思います
のでよろしくお願いいたします。
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① 治療と仕事の両立支援をめぐる最近の行政の動きについて

治療と仕事の両立支援をめぐる
最近の行政の動きについて

基調講演Ⅰ ①

厚生労働省 労働基準局安全衛生部労働衛生課 治療と仕事の両立支援室 室長　丹羽 啓達

厚生労働省で「治療と仕事の両立支援室」室長
をしています丹羽と申します。本日は勤労者医療
フォーラムにお招きいただきましてありがとうご
ざいます。本日は「治療と仕事の両立支援をめぐる
最近の行政の動きについて」何点かご紹介させてい
ただきますので、よろしくお願いいたします。

本日の内容は表1のような5つです。〈 ・「働き方改
革」における「治療と仕事の両立支援」・両立支援の
意義・両立支援ガイドライン・両立支援コーディネー
ター・地域での取り組みなど 〉です。

最初は、「働き方改革」における「治療と仕事の両
立支援」です。

平成28年6月に「ニッポン一億総活躍プラン」が
閣議決定されました。女性も男性も、お年寄りも若
者も、また両立支援に関しては、障害や難病のある
方も、それぞれの場で活躍できる社会をめざしてい
ます（表2）。

一億総活躍にあたり、3本の矢の目標を立てまし
た。「第一の矢 希望を生み出す強い経済」「第二の矢 
夢をつむぐ子育て支援」「第三の矢 安心につながる
社会保障」です。いずれの目標につきましても、働
き方改革が密接に関連していますから、働き方改革
ができるかどうかが「一億総活躍社会」が実現でき
るかどうかに関わっているということです（表3）。

働き方改革につきましては、平成28年9月に総理

はじめに

「働き方改革」における「治療と仕事の両立支援」

表1

表2

本日の内容

ニッポン一億総活躍プラン　（平成28年６月２日 閣議決定）

大臣が議長を務める働き方改革実現会議が設置さ
れ、平成29年3月に「働き方改革実行計画」が策定さ
れました。働き方改革実行計画は13項目があります。
たとえば「2. 同一労働同一賃金など非正規雇用の処
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遇改善」、あるいは「3. 賃金引上
げと労働生産性向上」など色々あ
るのですが、「7. 病気の治療と仕
事の両立」というものがしっかり
入っています。

表4の右にタレントの生稲晃子
さんのポスターがありますが、生
稲さんは働き方改革実現会議の
メンバーでありまして、ご自身も
がんサバイバーなのですが、生稲
さんのポスターを作成して両立
支援の広報をしてきました。

一方で法律の方に目を向けて
見ますと平成30年7月に「労働施
策の総合的な推進並びに労働者
の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

（労働施策推進法）」という法律が公布されました。
これは従来の雇用対策法という法律なのですが、法
律改正で名称が変わりました。この中で国が必要な
施策を総合的に講じなければならない対象が掲げ
られているのですが、その中に「治療と仕事の両立
支援」が入っています（表5）。

働きかた改革実行計画の中の「7. 病気の治療と仕
事の両立」ですが、中身は2つあります。「（1）会社の
意識改革と受入れ体制の整備」ともうひとつが「ト
ライアングル型支援などの推進」ということです。

「（1）会社の意識改革と受入れ体制の整備」では、シ
ンポジウムや講習会、セミナーなどで経営トップや
管理職の方の意識改革や治療と就労を可能とする
社内制度の整備を促すことになっています。また会
社向けの疾患別サポートマニュアルを新たに作成し、
厚労省のホームページにアップするとともに、会社
の人事労務担当者への講習会などで周知し普及を
図っています。このマニュアルはがん、脳血管疾患、
肝疾患について作成済みですが、難病、糖尿病、心疾
患については今、作成中であります。加えて、企業
トップ自らがリーダーシップを発揮し、働く人の心
身の健康の保持増進を経営課題として明確に位置
づけて、治療と仕事の両立支援に積極的に取り組ん
でいただけるようあらゆる場面で訴えていくこと

にしています。
「（2）トライアングル型支援などの推進」ですが、

治療と仕事の両立支援を社会的にサポートする仕
組みを整え、病を患った方々が、生きがいを感じな

表3

「新・３本の矢」と「働き方改革」

表4

表5

働き方改革実行計画 （平成28年3月２8日 働き方改革実現会議決定）

労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定
及び職業生活の充実等に関する法律（労働施策推進法）
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がら働ける社会をめざすという
ことにしています。そのために両
立支援コーディネーターという、
患者に寄り添って支援を行う人
を育成しトライアングル型のサ
ポート体制を構築するというこ
とにしています。

表6にはその下に「労働施策の
総合的な推進並びに労働者の雇
用の安定及び職業生活の充実等
に関する法律（平成30年７月６日
公布）」と「労働施策総合推進法に
基づき策定された労働施策基本
方針」というものが掲げられてい
ます。先ほどの労働施策総合推進
法に基づき労働施策基本方針が
平成30年12月28日に閣議決定さ
れています。その基本方針の中で
は、治療と仕事の両立を社会的に
サポートする仕組みを整えると
いうことに加えて、企業における
雇用環境改善の促進等の労働施
策に加え、医療機関における支援
体制の整備等の保健医療施策や
福祉施策等との連携を含め、総合
的かつ横断的な対策を実施する
ということが書かれています。

厚生労働省は厚生省と労働省
が統合した役所なので、この連携
をしっかりと進めていくことにしています。

両立をめぐる状況ですが、疾病を抱えながら働い
ている人は約3人に1人となっています。図1の下に
書いてありますが6,311万人を分母にして、分子が
2,007万人ということですから3人に1人というこ
とです。

これらの疾病を抱える労働者の中には、仕事上の
理由で適切な治療を受けることができない場合や、
疾病に対する労働者自身の不十分な理解、職場の理
解・支援不足により離職に至ってしまう場合もみら
れます（表7）。

表6

図1

治療と仕事の両立支援の推進　～労働施策総合推進法～

疾病を抱えながら働いている人（主な疾病）

表7

治療と仕事の両立支援をめぐる状況

① 治療と仕事の両立支援をめぐる最近の行政の動きについて
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がんの患者で見ますと3人に1
人は離職してしまうということで、
その4割が治療開始前に離職して
しまっているということです（図
2）。

図2

図3

図4

患者の現状　～がんの場合～

がん患者の離職理由

がん患者が両立のために必要なこと

離職の理由を見ますと、迷惑を
かけると思ったり、必要な休みを
取ることができないということで、
治療を続けながら働くための制
度や社内の理解が不十分ではな
いかということが見えてきます（図
3）。

がん患者が両立のために必要
なことは、柔軟な働き方や相談体
制の整備といった企業の取り組
みが大事です（図4）。
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続いて本日の内容の2つめの「両立支援の意義」で
す。両立支援には様々な意義がありまして、労働者
にとっての意義は、疾病にかかったとしても、本人
が希望する場合は、疾病を増悪させることがないよ
う、適切な治療を受けながら、仕事を続けられる可
能性が高まります。この場合、本人のご希望が大前
提でして、本人が希望する場合、そういう可能性が
出てくるということです。

事業者にとっての意義は、疾病による従業員の離
職を防ぐことで、貴重な人材資源の喪失を防ぐこと
が可能となるとともに、従業員のモチベーション向
上から、労働生産性の維持・向上にもつながるとい
うことです。

医療関係者にとっての意義は、仕事を理由とする
治療の中断や、仕事の過度な負荷による疾病の増悪
を防ぐことで、疾病の治療を効果的に進めることが
可能になります。

そうして社会にとっての意義は、疾病を抱える労
働者の方々も、それぞれの状況に応じた就業の機会
を得ることが可能となり、すべての人が生きがい、
働きがいを持って各々活躍できる社会の実現に寄
与することが期待されるということです（表8）。

健康経営ですが、労働者の健康に配慮するという
ことで、経営面でも大きな成果を得るということが
広がり、またブラックではないホワイト企業という
面もあります。健康経営に係る顕彰制度というもの
があり、健康経営優良法人を認定する制度を経産省
の方でやっているのですが、ホワイト銘柄というも
のがあり、この認定基準の評価項目の選択肢の中に

「治療と仕事の両立支援」が入っています。したがっ
てこの「治療と仕事の両立支援」を進めるというこ
とは、評価につながるということになっています（表
9）。

医療における両立支援の位置づけですが、今では、
がん対策推進基本計画にも入っていますし、第7次
医療計画の中にも両立支援に関する記載があります。
医療機能評価にも入っていますし、医学教育モデル
コアカリキュラムにも記載されているということ

両立支援の意義

です（表10）。
診療報酬の関係ですが、現在、中医協で議論が行

われていますが、前の診療報酬改定で「療養・就労両
立支援指導料」というものが新設されています。算
定要件は、主治医から企業の産業医に診療情報を提
供し、産業医から就労状況を踏まえた治療継続の

表8

表9

表10

それぞれの視点からの両立支援の意義

「健康経営」とは

医療における両立支援の位置付け

① 治療と仕事の両立支援をめぐる最近の行政の動きについて
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ための助言を主治医に返し、主治医が治療計画を再
検討するということになっていて、今は対象が、が
んに限るということと、産業医が選任されている事
業場の労働者の患者ということになっています（表
11、12）。

この指導料の対象の拡大や要件の見直しについ
て中医協で議論がされていますので、関係者と引き
続き連携してまいりたいと思っています。

表11

両立支援に関する診療報酬（現行）

表12

両立支援に関する診療報酬上の取扱い

本日の内容の3つめです。両立支援ガイドライン
です。厚生労働省では両立支援を具体的に進める取
り組みをまとめたガイドラインを平成28年2月に
作成、公表しています。両立支援に取り組んでいた
だくためには、環境整備として実施前の整備が必要
です。表13には、最初に「事業者による基本方針等
の表明と労働者への周知」とありますが、やはり社
長にその気になってもらえればということだと思
います。次に意識啓発のための研修で、とくに社内
で管理職などに対して研修を行い、意識啓発をして
いただきたいと思っています。

その次の「相談窓口の明確化」ですが、総務課なの
か健康管理室なのか会社によってまちまちだとは

両立支援ガイドライン

思いますが、どこに相談すればいいかということを、
従業員によく周知することが必要です。また個人の
疾患ですから、情報の取扱いは明確にする必要があ
るということです。

さらに両立支援のために利用できる休暇・勤務制
度を社内で検討していただきたいと思っています。
休暇制度にある「時間単位の年次有給休暇」は、労使
協定で導入できる法定の休暇なのですが、その他の
傷病休暇や病気休暇は法定外で、会社が独自に設け
る休暇です。

勤務制度のところに書かれている「短時間勤務制
度、テレワーク、時差出勤制度、試し出勤制度」など
も会社が自主的に定めるものです。離職してしまっ
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た方の意見として、先ほどもあり
ましたが、必要な休みをとること
が難しかったりということがあっ
たりしますから、やはり両立を進
めるためには、これらの柔軟な働
き方をいかに企業に導入してい
ただけるかが非常に重要だと思っ
ています。

個別の両立支援の進め方です
が、まず両立支援を必要とする労
働者からの申出があります。これ
がないと始まらないということ
です。そのあとは、両立支援のた
めに必要な情報のやりとりとい
うことになりますが、ガイドライ
ンでは、勤務情報提供書や主治医
意見書などの様式例を示してい
ますので、ぜひそれを活用してい
ただきたいと思っています。やり
取りの最後には職場における両
立支援の検討と実施ということ
になりますが、事業者である会社
の方は主治医や産業医等の意見
を十分に勘案して労働者本人と
よく話し合ったうえで、就労継続
の可否や具体的な措置を実施し
ていただきたいと思っています。
その際には、両立支援プランとい
うものを作り、それに当たって
いただきたいと思っています（表
14）。

企業・医療機関連携マニュアル
ですが、これは企業と医療機関が
情報のやりとりを行う際の参考
となるよう、ガイドライン掲載の
様式例に沿って、その作成のポイ
ントを示すもので、具体的な事例
を通じた記載例としてすでにが
んは4例、肝疾患は3例、脳卒中は
4例を作成しホームページに載せ

表14

治療と職業生活の両立支援のためのガイドライン ②

表13

治療と仕事の両立支援のためのガイドライン ①

表15

企業・医療機関連携マニュアル

① 治療と仕事の両立支援をめぐる最近の行政の動きについて
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ています。今現在は難病について
3事例を作成中です。記載例です
から模範回答的な部分もありま
して、そこまで書かなくてはいけ
ないのかと言われますが、模範回
答として載せていますので、ご参
考にしていただければと思います。
少なくとも主治医意見書に「軽作
業可」と書かれても会社は困って
しまいますので、できるだけ勤務
情報提供書に沿って会社の方に
必要な情報を与えていただきた
いと思っています（表15）。

今申しあげたように平成31年度には、難病につ
いての連携マニュアルを作っています。糖尿病と心
疾患は今年、留意事項を作っていますから令和2年

図5

両立支援ガイドライン  疾患別留意事項等作成スケジュール

度には連携マニュアルを作り、図5にある6疾患に
ついて連携マニュアルを完成させる予定になって
います。

本日の4つめの内容は「両立支
援コーディネーター」です。働き
方改革実行計画にコーディネー
ターのことが書かれていて、主治
医、会社産業医、患者に寄り添っ
て支援するコーディネーターを
育成しトライアングル型サポー
トを構築するということになっ
ています。これは主治医と会社の
連携の中核となって患者に寄り
添っていただき、継続的に相談支
援を行う。個々の患者ごとに両立
支援プランを作成することを支
援することになっています。コー
ディネーターの方にはそれぞれ
の属性の知識に加えて、医療や心理学、労働関係法
令や労務管理に関する知識を身につけ、患者、主治
医、会社などのコミュニケーションのハブとして機
能することが期待され、こうした人材を効果的に育
成・配置し、全国の病院や職場で両立支援が可能と
なることをめざすことになっています（表16）。

両立支援コーディネーター

働き方改革の実行計画の目標で、両立支援コー
ディネーターは2020年度までに2,000人養成とい
うことが書かれています。実はもうこれは達成して
いまして、2019年3月でもう2,000人を超えていま
す。2019年度も2,000人以上を養成することになっ
ていますし、次年度も全国的に研修会をやっていく

表16

「両立支援コーディネーター」の養成 ①
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予定です。
企業の両立支援コーディネー

ターとしては、人事労務担当者や
産業保健スタッフ、支援機関の両
立支援コーディネーターとしては、
社会保険労務士、産業カウンセ
ラー、キャリアコンサルタントの
方、医療機関の両立支援コーディ
ネーターとしては、医療ソーシャ
ルワーカー（MSW）や看護師の方
がなることが想定されていますが、
来年度も引き続き養成を図って
いきます（表17）。

表18は参考ですが、両立支援
コーディネーターの養成は、掲げ
たような科目と時間で1日研修で
やっています。労働者健康安全機
構の各都道府県の産業保健総合
支援センターでやっていただく
ことになっています。

表17

表18

「両立支援コーディネーター」の養成 ②

「両立支援コーディネーター」の養成 ③

本日最後の内容として「地域での取り組み」です。
表19は平成30年10月5日の通達です。厚生労働省
の関係する10局長の連名通達を昨年度出しました。
地域における推進体制の強化、支援拠点の整備等、
関係者、関係施策の相互連携体制の整備ということ
を明記しました。関係する10局という多くの部局
が連名で「治療と仕事の両立支援対策の推進につい
て」ということで通達を出したということで、厚生
労働省はかなりやる気が強いということだと思っ

地域での取り組み

ています。
表20は、産業保健総合支援センター（産保セン

ター）のご紹介です。
産保センターでは、両立支援のために両立支援促

進員を配置し、相談を受け付け、さらに個別訪問指
導を行っています。さらに事業者向けセミナーを開
催してもらったりしていて、さらに産業保健スタッ
フ向けの研修なども行っています。令和2年度も同
様の研修を予定していますが、令和3年度の予算は、

① 治療と仕事の両立支援をめぐる最近の行政の動きについて
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これから要求する時期になりま
すから、夏までの概算要求の締め
切りまでにまだ未確定の部分は
あるのですが、産保センターの運
営主体の労働者健康安全機構と
調整してこうした研修がさらに
充実できないかと考えていると
ころです（表21）。

表19

表20

【通知】平成30年10月5日付け「治療と仕事の両立支援対策の推進について」

産業保健総合支援センター

表21

産業保健総合支援センター（両立支援）
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表22は、両立支援に取り組もう
とする会社に対する助成金です。
2019年度は環境整備助成で20万
円、制度活用助成で20万円で、制
度活用助成20万円は、有期雇用労
働者と雇用期間に定めのない労
働者の各1名まで可能なので、最
大で60万円まで助成するという
制度を作りまして、これも労働者
健康安全機構の方に実施しても
らっています。

地域における取り組みとして、
もうひとつですが、47都道府県に
は労働局があります。その労働局
の健康課を事務局として「地域両
立支援推進チーム」というものを
作っています。そのチームには、
医師会や県庁の疾病所管部局、地
域保健の担当部局、保健所、医療
機関、労使団体の推薦者、産保セ
ンターといった両立支援の関係
者をメンバーとしてチームを構
成しています。その地域における
両立支援の取り組みの情報交換
や地域のイベントなどをここで
議論してもらっています（表23）。

表22

表23

表24

産業保健活動に対する助成（治療と仕事の両立支援関係）

地域における取り組みの推進について —「地域両立支援推進チーム」—

地域両立支援推進チームの取り組み例（2018年度）いくつかの県の地域での取り
組み例ですのでご参考にしてく
ださい（表24、図6）。

① 治療と仕事の両立支援をめぐる最近の行政の動きについて
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広報ですが、先ほども少し申し
あげましたが、生稲さんのポスター
の他に『会長　島耕作』を使わせ
てもらい色々な広報をしていま
すし、厚労省のホームページなど
でもポータルサイトを作り、色々
な情報を提供しているところで
す（図7）。

図6

図7

表25

神奈川産業保健総合支援センター活性化プラン（神奈川両立支援モデル）

治療と仕事の両立支援　広報事業

両立支援シンポジウム等の開催予定（令和元年度）広報の関係で言いますとシン
ポジウムを2019年度は26ヵ所や
ります。まだやっている最中です。
2020年度も同様の規模でシンポ
ジウムを開催して両立支援の広
報を図っていきたいと思ってい
ます（表25）。
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以上で私の話はだいたい終了ですが、治療と仕事
の両立はこれからの時代は、非常に重要で大事なこ
とだと思っています。私がいる「治療と仕事の両立
支援室」も平成30年にできました。厚生労働省では
引き続き、この治療と仕事の両立支援をしっかり進
めていきたいと思っておりますので、みなさま方の

ご理解とご協力をお願いしたいと思っています。
本日はどうもありがとうございました。

嶋田　丹羽様どうもありがとうございました。大変
分かりやすく今までの行政の色々な試みを話して
いただいたと思います。

① 治療と仕事の両立支援をめぐる最近の行政の動きについて
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健康経営と両立支援

基調講演Ⅰ ②

檜山 敦子健康経営エキスパートアドバイザー　中小企業診断士
オフィス・ライトハウス代表

みなさまこんにちは。健康経営エキスパートアド
バイザー（「健康経営」はNPO法人健康経営研究会
の登録商標）で中小企業診断士の檜山敦子です。ま
ず自己紹介をいたします。出身地も現住所も東京労
災病院さんがある東京都大田区です。

青山学院大学国際政治経済学部を出て、その後は
広告業におりましたが、中小企業診断士に登録した
2015年4月以降に独立をして、健康経営エキスパー
トアドバイザーというのは、この資格が設定された
2018年3月ですが、そのタイミングで健康経営エ
キスパートアドバイザーを取らせていただいてい
ます。健康経営に関しては、企業様への派遣として
は、東京都職域健康促進サポート事業として実施さ
れている企業派遣プログラムやエキスパートアド

それでは「健康経営とは何か」というところから
確認をしてまいりたいと思います。まず経済産業省
の資料にある定義を見てまいります。健康経営とは

「従業員の健康保持・増進の取り組みが、将来的に収
益性等を高める投資であるとの考えの下、健康管理
を経営的視点から考え、戦略的に実践すること。」と
あります（表2）。

もうひとつ見ておきたいと思います。表3は日本
政策投資銀行のホームページに書いてあった定義
です。健康経営とは「従業員の健康を重視し、健康
管理を経営課題として捉え、その実践を図ることで
従業員の健康の維持・増進と会社の生産性向上を目

はじめに―自己紹介をかねて

健康経営とは何か

表1

表2

自己紹介

健康経営とは ①

バイザーの研修のプログラムの策定・講師業務など
にも携わっています（表1）。

指す経営手法。」であるということです。
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② 健康経営と両立支援

健康経営はアメリカ生まれです。みなさまご存じ
の通りかの国は、公的医療保険制度がなく、医療費
負担が大変重いということで、社会問題化しており
ます。そうした折と言いますか、かなり前になりま
すが、1992年にロバート・H・ローゼンという人が、

『The Healthy Company』という本を発刊されま
した。ここで初めて健康経営的な概念が世に出され
たとされています。アメリカでも表彰制度があり
ます。1997年に「優良健康経営企業表彰」が創設さ
れています。この表彰企業が、経営的にどうだった
のかが検証されています。1999年から2012年の
間に株価がどれだけ上昇したのかを見ると、アメリ
カの代表的な株価指数である「S&P500」の平均が
0.99倍とほとんど動かなかったのに対し、表彰企業
は1.78倍に伸びたということがアメリカでは確認
されています（表4）。

それでは日本にやってきた健康経営です。日本で
健康経営が注目された背景がいくつかあります（表
5）。

まず背景のひとつめとして、デフレのもとで人的
コスト削減、いわゆるリストラですが、これが過度
に進んだということがあります。その結果、過労や
労災、メンタルヘルス問題が顕在化して、残った従
業員さんへの負担が非常にかかったということも
あり、健康配慮の必要性が高まりました。

背景の2つめとして、少子高齢化による労働力人
口の減少というものがございます。人材不足の顕在
化ということで、人を雇いたくてもなかなか雇えな
いことはご存じの通りです。そういうことで今、そ
この会社にいる労働力は、大切な宝だということに
なり、今いる従業員の活力向上で生産性向上を図っ
ていかなくてはいけないということになります。

背景の3番目としては、生活習慣病の重篤化で医
療費が高騰しているということがあります。企業健
保の財政難が顕著になり、解散した組合もいくつか
あることは、みなさまご存じの通りです。そういう
中で予防という健康づくりを通じて、治療費を抑制
していかなければいけないということです。

背景の4番目は、ブラック企業への批判が顕著に
なってきたということです。ブラック企業に対して

表3

表4

表5

健康経営とは ②

「健康経営」はアメリカ生まれ

日本にやってきた「健康経営」
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は、売上・株価・採用にも悪影響が及ぶということで
あり、いわゆるCSRという企業の社会的責任という
面でのダメージが日増しに大きくなっているとい
うことがあります。

先ほども少しご説明がありましたが、背景の5番
目として、経済産業省と東京証券取引所で「健康経
営銘柄」というものを導入しました。この健康経営
銘柄に選定されるのは一部上場の企業さんが専ら
なのですが、それに選定されると直接的な企業価値
の向上につながる指標だという見える化が進めら
れている次第です。

そういう中で健康経営における現場のみなさん
方を見てみますと、まず従業員さんは、会社に自分
の健康をとやかく言われるのは少しどうなのかな
という声を耳にします。一方、会社の方も、いやい
や従業員の健康のために経営している訳じゃない
よというような反応も時おりみられます（表6）。

その時にお話しすることなのですが、そもそも
健康とは何かということです。みなさまご存じの
WHO憲章前文に健康の定義が書かれています。「健
康とは、病気でないとか、弱っていないということ
ではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的
にも、すべてが満たされた状態にあること。（日本
WHO協会訳）」と書かれています。この「社会的に
も健康である」ということは、社会的存在としての
私は健康でなければいけないし、さらに社会そのも
のが健康であるべきという意味合いを含んでいる
のではないかと私は考えております（表7）。

これからの健康とはどういうことかを考えてみ
た時に、今お話しした通り、単にメタボではない、高
血圧でないということではないということです。日
本語の健康という概念が少し狭いのかなと思います。
英語に置き換えるとhealthと言うよりはwellness
のような、もう少し広い眼でとらえるのがいいのか
なと思います。ウェルネスというのは何かと言いま
すと、より積極的・創造的な生活行動を通じ、豊かな
人生を目指すことであるというように理解いたし
ます。鈴木信行さんという方がおられます。この方
は生まれついての脊椎障害をお持ちで、人生におい
ても2つのがんを患われたという経験をお持ちの方

なのですが、彼がネットでインタビューに答えてい
た言葉を引用させていただきました。「私は健康です。
生きる目標があり、それに向けて自らの意思で行動
できているから」ということです。そうした心持を
含めて健康ということを考えていければなと思い
ます（表8）。

健康経営がめざす世界は、「みんなイキイキ」にな
ることだと思っています。図1には従業員・企業・社

表6

表7

表8

そもそも健康とは

これからの健康とは
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もう少しデータの面か
ら健康経営の必要性を見
ていきたいと思います。
図2はみなさんご存じの
グラフだと思います。超
高齢社会が到来していま
す。1995年に生産年齢人
口は減少に転じ、2008年
に総人口も減少に転じて
いるのはご存じの通りで
す。この状況が何を意味
するかと言いますと、1つ
めは、社会保障費の増加に
よる財政の圧迫。2つめは、
生産年齢人口の減少によ
る労働力の低下。3つめは、
介護離職による労働力の
さらなる低下。といったも
のがもたらされています。

図3もみなさまよくご存
じのところだと思います。
健康寿命と平均寿命とい

会という形で載せていますが、従業員に
ついては、「今日も元気だ。飯がうまい。
仕事が楽しい！」と思える心持になるこ
と。企業においては、「社員が元気に働
いてくれれば、会社も儲かる！」という
状態になること。そして社会においては、

「雇用が増える。税収が増える。社会保
障費が減る。」ということで、いわゆる「三
方良し」のウイン・ウイン・ウインの感じ
になることです。今申しあげたようなこ
とを今時のバズっている言葉で表現す
ると従業員さんにおいては、ワークエン
ゲージメントが高まる状態であり、企業
においては企業価値が向上することであり、社会に
おいては持続的成長が達成され、SDGsに適った試

図1

図2

健康経営とは「みんなイキイキ」になること。

① 超高齢社会の到来

みであるというようにご理解いただければなと思
います。

データから見る健康経営の必要性

図3

② 健康寿命と平均寿命

② 健康経営と両立支援
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うものの関係です。平均寿命は世界一を達成してい
るのですが、平均寿命と健康寿命の差は約10年あり、
健康寿命を延伸させ、平均寿命との差をいかに小さ
くするかが重要だということです。

労働力人口の平均年齢も図4にあるように一気に
上がっています。

先ほども少しご説明がありましたが、安倍内閣の
中で色々な動きがあります。生涯現役社会を実現す
るということです。人口減少社会の中で社会の活力
を維持し、持続的な成長を実現するとともに、高年
齢者の希望をかなえ、高年齢者が豊かな生活を送れ
るようにするため、65歳以降においても、働く意欲
のある高年齢者が、年齢にかかわりなく生涯現役で
活躍し続けられるような雇用・就業環境を整えてい
くことが必要不可欠であるというように答申され
ています。これが出たのが2015年のことでありま
すが、5年経たないうちに雇用は70歳までが義務化
されるのかなという感じにもう移っています（表9）

さらに「仕事が原因で体調を崩し、医師の診断を
受けたことがある」という回答は何と3割、3人に1
人にのぼっています（図5）。

本日みなさまに覚えていただきたいと思ってい
るのが「プレゼンティーズム」という言葉です。プ
レゼンティーズムが深刻化しています。プレゼン
ティーズムとは何かと言いますと、プレゼンティー
ズムとは、出勤こそしているが、業務能率が落ちて
いる状態のことを言います。対の言葉としてアブセ
ンティーズムというものがあります。アブセンティー
ズムは実際に休業している、休んでいるという状況
を言いますが、プレゼンティーズムは、会社には来
ているのですが、頭が痛いとか、感冒症でグズグズ
するという状況のことを言います。

アブセンティーズムの方ですが、治療費や病気休
業であれば、いくらかかったか、何日休んだかとい
う形で数値化・可視化ができますが、プレゼンティー
ズムはなかなか目に見えないので見過ごされがち
だということがあります。

医療費抑制だけでは不十分なのです。プレゼン
ティーズムにメスを入れないと、企業経営の最適化
にはつながらないということだと思います。

プレゼンティーズムによる慢性的な生産性低下は、
直接的な医療費を上回る大きなコストになってい
ます。日本ではデータがないのですが、アメリカで
は確実にそうなっていることがデータで検証され
ています。

業種によっては、体調が良くない社員が働いてい
る環境であるプレゼンティーズムが甚大な被害の

図4

③ 労働力人口の平均年齢

表9

図5

④「 生涯現役社会」へ

⑤ 「仕事が原因で体調を崩し、医師の診断を
　  受けたことがある」
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引き金になることがあります。表10の下に掲げて
ある写真のような感じです。

表11

表12

表10

認識すべき真理

健康経営の成立要件

⑥ 「プレゼンティーズム」の深刻化

認識すべき真理としては、すべての企業活動は、
従業員の健康の上に成り立っているということで
す（表11）。

健康経営の成立要件は、まず経営者のリーダー
シップが必要です。社長が健康経営をやるのだと決
意していただき、それを社内・外に表明していただ
くことが必要になります。あわせて従業員も社会的
存在としての私は健康であるべきなのだという、言
い換えれば自己保健義務ということで、自分の健康
を意識していただくということで、両者が合わさっ
て、全社的な取り組みにしていくことが大事です（表
12）。

② 健康経営と両立支援
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先ほどもご説明がありましたが、「健康」に係る出
費の考え方は、今までは、福利厚生費というコスト
で、使ってしまえばそのままというようにご理解が
されていたと思いますが、これからはどんどん少な
くなっていく「人」という希少資産への投資なのだ
という、健康な社員が生む、必ずしもお金だけでは
ありませんが収益を得ることに注力していこうと
いうのが健康経営の基本的な考え方になります（表
13）。

健康経営を実践すると企業にはどのようなメリッ
トがあるかということをまとめてみました。まず1
つめは、生産性向上です。欠勤率が低下し、業務効
率が向上します。2つめが、負担軽減です。疾病手当
や健康保険料負担が軽減されます。3つめは、イメー
ジアップです。業界における評判や、みなさんが健
康経営に取り組む理由として大きいのが採用にお
ける効果です。やはりブラック企業には給料が良く
ても行きたくないというのが、最近の若い方の意思
なので、やはり企業はホワイトであってほしいとい
うことです。4つめは、リスクマネジメントです。事
故・不祥事・労災の発生予防に健康経営は役立つ部
分があります（表14）。

表13

表14

表15

企業のメリット

働き方改革
さて健康経営と両立支援というものについて確

認しておきたいと思います。当然、働き方改革がバッ
クグランドにあります。誰もが働く。長く働く。働
き続ける。老いも若きも、外国人も、障害者も働く。
場所や時間に囚われないということで、テレワーク
や時短勤務など色々な働き方があってもいいので
はないかということです。それから直線型から複線
型キャリアパスへということです。何かと言います
と、大学を卒業してある会社に入り、定年まで勤め
あげて、定年が来たら家庭に入るというような一直
線のキャリアではなく、大学を出て会社に入り、家
庭で子育てをして社会に戻り、ないしはお勤めをし
たけれどもう1回学校に戻りといった色々な人生の
歩み方があるのではないかということです。それか
ら子育てをしながら、介護しながら、治療しながら、

健康経営と両立支援

ということで、ここで両立支援という考え方も当然
加わってくるということです（表15）。

両立支援の意義を考えてみました。まず従業員に
とっては、日常生活の維持ということにつながって
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表16

表18

両立支援の意義

健康経営と両立支援の関係

まいります。自分らしい働き方の実現です。企業に
とっては、先ほどもご説明した通り人というのは希
少な資源ですから、人材の喪失を防ぐという意味で
必要です。持続可能な組織づくりということに、両
立支援の意義があると思います（表16）。

就労と疾病の今までの関係でいきますと、表17
にあるように左側に「健康」があり、「不調、未病」の
プレゼンティーズムの状態があり、結果的に「病気」
になってしまい、治療が叶わないと「職場離脱」で1
回お休みをして、それでもだめですと「退職」という
流れかなと思います。そこに「分断」と
書いてありますが、左側と右側の間には
大きな崖があるのかなと思います。左側
は働いていますが、病気が治らないとな
ると会社にはいられなくなるというの
が今までのあり方であったと思います。
会社においては、定期健診を実施し、早
期発見・早期治療に努めるという法的義
務は従来からあったわけですが、重篤化
してしまうともう会社では手に負えま
せんというのが今までの現実であった
かと思います。従業員さんにおいても、
会社にご迷惑は掛けられませんのでと
いうことで離職を考えてしまうという
ことです。その方の居場所が「会社」から「病院」へ
移ってしまうことなのかなと思います。

健康経営と両立支援の関係ですが、いわゆる予防
の考え方でいくと2次予防です。定期健診を実施し、
早期発見・早期治療に努めるという、労働安全衛生
法上の法的義務があるからというのが、今までの企
業さんがやっていたことです。ただこれからは1次
予防で、そもそも病気にならない、健康であり続け
るということで、ここに健康経営の領域があり、プ
レゼンティーズムを抑制していくという考え方と
なります。さらに病気になってしまった場合でも、
社会に戻り、自分に合った働き方で働けるように両
立支援、復職支援を整えていくということにおいて、
色々な人の色々な働き方を受容する社会、これはダ
イバーシティという今どきの言葉で表現できるの
かなと思います（表18）。

表17

就労と疾病（いままで）

② 健康経営と両立支援
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健康経営のお話しをしてきましたが、実際に企業
でどのようなことをやっているのかということを
みなさんはご存じないかもしれないので、ビジュア
ルとともにいくつか見ていきたいと思います。

図6のような導入例があります。この会社は中野
製薬さんと言います。この会社では写真にあるよう
に椅子の代わりにバランスボールに座って仕事を
しています。動くのでなかなか仕事もやりづらい部
分があるとは思いますが、これに座っている結果、
どうなったかという確認しますと腰痛改善や中性
脂肪値の低下に効果があったとこの会社ではご報
告されています。

図7の会社は西川商会さんという鳥取市の会社で
すが、ホワイトボードがあり、その真ん中の欄に「今
日の体調」欄を設け、各自が出社時に「良好」「やや不
調」「不調」のいずれかにマグネットを付けているそ
うです。これによりメンバーの健康状態に関するコ
ミュニケーションが促され、業務の質量に応じたシ
フト組みや、体調不調時の過重労働防止につながっ
ているということだそうです。「佐藤おまえは、今日
は不調にマグネットがついているがどうしたの？」「夕
べ飲みすぎて」といったようなコミュニケーション
や、「だったら今日は残業しないでいいから早く帰
れ」というようなことを会社できちんと調整ができ
ているということだそうです。

図8のような例もあります。ハウスあいファクト
リーさんという東大阪市にあるハウス食品さんの
関連会社です。この会社がやったことは、会社には
血圧計や体組成計が備え付けられていますが、その
設置場所を医務室ではなく食堂に置いたそうです。
それにあわせて従業員さんの動線上に、写真にある
ようなぶら下がり棒を設置して、通りかかったらぶ

ユニークな導入例

図6

図7

図8

こんな導入例も！ ①

こんな導入例も！ ②

こんな導入例も！ ③

高齢化にともなって、疾病リスクが高まるのはや
むをえないと思います。しかし企業の側も従業員の
側も長く働いてもらいたい・働き続けたいというこ
とがあります。健康経営を推進すれば、両立支援が
必要になった時でも、私は病気なのですといった従

業員の自己開示や助け合い、ワークシェアといった
企業風土を育むのに役立つと思います。お互い様だ
よねとか、みんなで一緒に考えようよといった企業
風土にも健康経営の役割があり、両立支援をスムー
ズに導入できる風土づくりに役立つと思います。
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ら下がってストレッチをやれるようにしたそうで
す。従業員さんの動線上にこうした健康関連のもの
を置くことで、ちょっとした隙間の時間に従業員さ
んが楽しく使えるという感じです。

図9のような導入例もあります。左上の写真は昇
降デスクというものです。ご存じかとも思いますが、
座りっぱなしは健康に良くないと言われているので、
時々立って仕事をした方が作業効率はアップする
ということです。会社によっては立ち会議のような
ことをしているところもあります。

右下の写真は、パンチカーペットの上に丸印を付
けています。人間はこういうものを見ると思わず「ケ
ンケンパ」をしたくなる生き物なので、コピー機に
行く時に大股で歩いたりといったようにちょっと
した仕掛けを社内のあちこちに設けているという
ことです。私が以前うかがった会社さんでは、壁に
手形があり、そこに手を置いて腕立て伏せをやるよ
うなディスプレイをしているところもありました。

健康経営をうまく進めるコツがいくつかありま
す（表19）。まず健康は個人の中に内在しているも
のではなく、社会的に考えていくものだということ
であれば、個人ではなく組織でやっていくものです。
それから今ご覧いただいた通り、笑ってしまうよう
な難しく考えないでできることを気軽に取り入れ
ていただくのがいいと思います。それから、とにか
くやってみる。自社だけでやろうと頑張り過ぎずに
われわれのようなエキスパートアドバイザーや協

図9

表19

こんな導入例も！ ④

健康経営をうまく進めるコツ

会けんぽさんとかの周りの支援を仰いでもいいと
思います。それで諦めないで続けていく。元より人
への投資等は、教育等も然りですが、そうすぐに結
果が現れるものではないので、根気強くやっていた
だければ、そのうちうまくまわり始めると思います。

健康経営優良法人というものは、先ほども丹羽様
からもご説明いただいたのですがざっと見ておき
ます。

健康経営優良法人認定制度は、地域の健康課題に
即した取り組みや日本健康会議が進める健康増進
の取り組みをもとに、とくに優良な健康経営を実践
している大企業や中小企業等の法人を顕彰して、社
会的に見える化することで社会的に評価を受けら
れるようにしてあげようという制度です。日本健康
会議とは、日本医師会さんや経団連さんなどの諸団

健康経営優良法人認定について

体が作っている活動体です（表20）。
健康経営優良法人の認定基準があります。表21

が2020のもので、2019年秋に締め切られて2020
年2月ごろに認定企業が発表になる予定です。こう
した項目に取り組んでくださいということは表に
は書かれています。この中にも両立支援をやってく
ださいということが入っています。ご興味がある方
は経産省のホームページに載っていますのでご確
認いただければと思います。

2020年度は健康経営優良法人2021として公示

② 健康経営と両立支援
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されるはずですからご注目いただければと思います。
以上で私の話しは終わりたいと思います。ご清聴、

どうもありがとうございました。

嶋田　ありがとうございました。私の病院も健康経
営をやっていますが、先ほどもお話しにありましたが、
風土づくりということで、想像以上に経営者とスタッ
フとの関係が良くなったということです。この場に
たくさんの経営者が来られていればもっとよかっ
たのでしょうが、本当に想像以上に良い影響が期待
される企画だなと思っております。

表20

健康経営優良法人認定制度とは

表21

健康経営優良法人2020（中小規模法人部門）の認定基準
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③ 浅野製版所における両立支援 ―健康経営と働き方改革の視点から―

浅野製版所における両立支援
―健康経営と働き方改革の視点から―

基調講演Ⅰ ③

株式会社浅野製版所 経営企画部課長　産業カウンセラー　新佐 絵吏

株式会社浅野製版所経営企画部の新
佐と申します。当社は健康経営優良法
人、健康優良企業、ワークライフバラン
ス認定企業といった様々な認定を取得
いたしました。その中で今回はとくに両
立支援の部分をメインにお話しできれ
ばと思います。

まず初めに当社の紹介をさせてい
ただきます。株式会社浅野製版所は、
1937年3月に創業しました。昨年、創業
82年を迎えた典型的な中小企業です。
社員数は44名、資本金1,000万円、業種
は製造業でおもに広告・印刷を扱う事業
を行ってまいりました（表1）。

これまでいただいた認定は表2の通り
です。健康優良企業（金）の認定、そして
健康経営優良法人は2017年から2019
年まで毎年認定をいただいております。
今回はこの認定をいただくまでに、当社
の風土や社風がそのように変わっていっ
たのかについてご紹介したいと思います。

はじめに ―当社概要と認定歴

表1

表2

会社概要

認定歴
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まず「両立支援の背景と直面した課題」
について、取り組みを始めたきっかけを
紹介させていただきます。

当社は広告に関する様々な仕事をさ
せていただいております。みなさんご存
じかもしれませんが、広告業界というの
は、大変過酷な現場でして、かなり人の
入れ替わりが激しい業界です。ただ、学
生さんには非常に人気のある業界で、人
が辞めても募集すればすぐに入ってく
るような状況が続いていましたが、しか
し定着となるとなかなか難しい問題で
した。

これは広告業界ということだけでは
なくて、中小企業全体が抱えている問題として認識
する必要がありました。斜陽産業であることだけで
なく特殊な業界、閉鎖された組織、さらに企業とし
ても強みが見つけられないような状況の中、夜依頼
を受けたら朝までに納品しなければならないといっ
た環境から過重労働が重なり、体がもたず、社員が
退社していく。せっかく育てても結局はどんどん出
ていってしまうという状況で、この先、人が減って
いくと、当社のような中小企業はこれまでのような
人材の自転車操業では企業として生き残れない時
代になっていくだろうと感じていました（表3）。

2012年ごろ、私が株式会社浅野製版所に入社し
た当時のことになりますが、管理職の管理能力が不
足していて、スタッフも管理職が残っているうちは
帰りますとは言えないとか、売り上げをあげていな
いので帰りづらいとか、見えない形でのサービス残
業というものもあったと思います。上司と部下がそ
のような関係ですから、コミュニケーションも悪化
する。逆に一生懸命に頑張ったとしてもしっかり評
価されないと感じている。そのような冷めた関係や、
過重労働によって体調不良を起こして、若手社員が
バタバタと離職していくというような状況になっ
ていました。外から入ってきた立場の人間として冷
静に社内を見渡した時、常に慢性的な人手不足、能

両立支援の背景と直面した課題 ―当社が取り組みを始めたきっかけ―

力不足ということが垣間見えましたので、2012年
からコツコツと取り組みを行っていきました。この
取り組みをすべて話すと1時間30分ぐらいかかっ
てしまいます。今回のテーマは両立支援ということ
ですから、その3年間の取り組みに関しては省かせ
ていただきます。

様々な取り組みを行って、2015年ごろには社員
もこの会社はそう悪くないんじゃない、という雰囲
気になってきました。そこでようやく当社でもワー
クライフバランス制度を導入することにしました。

まず2015年当時105日だった年間休日を、とり
あえず4日ほど増やしてみました。さらに有給休暇
取得推進を行い、社内でも「早く取りなさい、早く取
りなさい」とお尻をたたいていきました。それから
しっかりと社員の健康をみなさいということで、管
理職に残業時間を徹底的に管理させることにしま
した。

ただあまりにも管理をさせすぎた結果、仕事をもっ
ともっとやりたいとか、まだまだお客さんのところ
に関わっていきたいやる気満々でややワーカホリッ
ク気味の社員が大変不満を持つようになりました。
しっかり働きたい社員がほかの社員を連れ立って
辞めてしまう。仕事ができる社員に業務が偏る。結
局、勤務日数が減って業務負担感が増えるというこ

表3

健康経営推進の背景



35

とで、体調不良で稼働できる社員が減っ
ていく。稼働できる社員が減っていけば、
当たり前ですが、売上も減少していきま
す。当初、私たちが考えていたワークラ
イフバランス推進とはまったく違う方
向に進み始めてしまったという現状が
ありました。

当社は40人ちょっとしかいない中小
企業ですから、稼働できない社員が増え
るということは、会社存続の危機に陥る
ということです。人手が足りませんので、
病気になったので辞めますと言われても、

「病気になった？いやお願いですから辞
めないでください。」というような状況
です。会社として企業を存続していくた
めには社員がどのような状況になって
も働き続けられる環境を構築していか
なければいけないということで、2016
年に全社員面談ということを行いまし
た（表4）。

もともと全社員面談は毎年行ってい
たのですが、この時初めて働き方だけで
なく生活、キャリアにも目を向けた面談
を行いました。話を聞いていった結果、

「もっと専門的に学びたい！」とか「早く
帰りたい！」とか「バリバリ働きたい！」
というように、誰1人かぶることもなく、
全員が違う方向を向いていることが分
かりました。当社は40数人しかいない企業ですので、
ある程度カテゴリー分けをして、当社は「こういう
形で会社という船を漕いでいくと良い」という方向
性を見いだしたかったのですが、みな同じ意識で同
じ働き方で進んでいくのはかなり難しいなと思い
ました。

表4

取り組みを始めたきっかけ

③ 浅野製版所における両立支援 ―健康経営と働き方改革の視点から―

表5

全社員面談で判明したこと

ということは当社がこれから事業を継続してい
くためには、それぞれの社員の向きたい方向、つま
り多様性を認め、健康で働きやすい職場の構築が絶
対条件であり、これができなければおそらく社員は
どんどん辞めてしまい、会社は持たなくなってしま
うと感じました（表5）。
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そこで各部署の管理職が集まり、働き
やすい職場をみんなで考えていくこと
にしました。企業を82年もやっている
と昔からなんとなくやっている仕事も
かなりあるので、業務フローをひとつひ
とつ精査し、根本から変えていきました

（表6）。
とくに仕事をもっともっとしたいと

言っている過重労働者に効いたのが、業
務の「棚卸し」と「荷卸し」です。

一生懸命仕事をしている社員は、自分
が頑張ってやってきた仕事を他人に振
ることを嫌がります。だから、まず対象
社員に朝の9時からどういう動きをして
いるのかを聞く時間を設けました。1日
の流れを聞いた後、1週間、1ヵ月、1年と
その業務にたずさわる時間と作業内容
を聞いていきました。するとこの営業マ
ンは納品、つまり移動時間が非常に多い
ことがわかりました。これだけ売り上げ
を稼いでいるあなたが、わざわざ業務時
間のうち3時間を割いて納品に行く必要
があるのかと聞き、本人も納得の上でそ
の部分だけ1年目、2年目の若手に渡し
ていきました。このように案件ごとでは
なく作業内容ごとにどの年次であれば
対応できるのかを本人から聞き取りして、
少しずつ他の社員に分配していきました。

当時、この社員は、残業100時間超、23時より前
に帰ったことがないと言っていたのですが、今は
20時まで残っていると帰りたくて仕方がないと言
うようになりました。そしてこの社員が先月、何時
間残業したかと言いますと、30時間以下まで減っ
ています。やはり本来するべき仕事を、年齢や世代
に合わせてほかの社員に配分し直すことで対応で
きた良い事例になるかなと思います。

当社のワークライフバランス導入時のように制
度ありきで施策を入れてしまうと、今の仕事量に対
して新たな取り組みが入ってくるので、なかなか推
進や定着が難しくなります。おそらく大企業であれ

ば多人数で色々な能力がある方たちが推進してい
くでしょうから、制度から始めても推進できると思
いますが、中小企業は、専任で推進できるほど余裕
もありませんし、お金がないので、なかなかそこに
人を割くことができません。

当社のような小さな企業が両立支援を行ってい
く上で、いちばん大切だと思うのは、まず大前提と
して業務フローをしっかり見直して、必要のないこ
とをやめてしまうこと。そしてこれまでの慣習にと
らわれず必要なことは何かということをしっかり
話し合い、制度を推進できる組織体制と風土を構築
していくことが重要だと思います（図1）。

図1

制度を推進するための土壌づくり

表6

働きやすい職場づくりの取り組み
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表7

健康経営の必要性

引き続いて両立支援についてお話し
をさせていただきます。当社は健康経
営優良法人として認定をいただいたこ
ともあり、健康で快適に過ごせるよう
2019年に社内改装を行いました。例え
ば応接室のソファーは、180㎝のフルフ
ラットのベッドになって仮眠ができる
ようになっており、体調が悪い時にはそ
ちらで寝られるような形にしてありま
す（図2）。

健康経営推進のための組織構築 ―両立支援篇

③ 浅野製版所における両立支援 ―健康経営と働き方改革の視点から―

図2

両立支援のための組織構築①  健康を意識させるオフィス

今回、健康経営優良法人の認定をいた
だいている企業として、先にお伝えして
おきたいことがあります。実は当社がこ
の7年間で改善を行ってきた様々な取り
組みは、健康経営優良法人の認定取得の
ための審査項目にピタリとはまってい
ます。もともと当社は健康経営優良法人
を取るために何かを始めたわけではな
く、会社を立ち直らせるためにやらなけ
ればならなかったものを寄せ集めていっ
た結果、これらの認定が取れたというこ
とですが、この認定の項目は大変よくで
きているなと思っています。これから人
が足りなくなる時代、今後、健康経営の
認定をクリアしておかなければ事業を継続してい
くことができなくなる可能性があるだろうなと個

人的には思っています（表7）。
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サポート体制については、2～3ヵ月
ごとに産業医の先生に来ていただいたり、
産業カウンセラーや臨床心理士、健康運
動実践指導者などが社員におりますので、
これらのメンバーで社内研修や健康に
関する情報提供を行っています（表8）。

そして、先ほども申しあげましたが、
毎年1回全社員面談を行っています。「普
段の家庭生活のこと」「社内の人間関係
や業務のこと」をかなりこと細かく聞い
ており、困りごとや提案など会社への要
望を吸い上げる場としてだけでなく、育
児、介護、通院の相談や家族関係など個
人的なことについても1年に1回、状況
を確認する機会として活用しています（表
9）。

面談の際、様々な制度を作ってほしい
という要望がありました。たとえば現在
は体調不良になった場合に表10に掲げ
るような就業規則を整備して対応して
います。短時間正社員制度は、6～7時間
で勤務時間を選択することができ、時間
単位有給は1時間単位で取得することが
できます。そして当社の場合、勤務開始
は朝の7時から14時スタートまで7種類
あり勤務開始時間を柔軟に変更するこ
とができます。とくに体調不良で、メン
タルヘルスの方は朝9時から出勤するの
が大変難しいので勤務開始時間を10時、
終了時間を19時と少しピークをずらし
た勤務ができるようにしています。

表10

表8

表9

両立支援のための組織構築④  体調不良者への対応（就業規則）

両立支援のための組織構築②  健康を意識させる体制

両立支援のための組織構築③  個人の状況を把握する



39

それから体調不良者が出た場
合ですが、図3のように経営企画
部を中心に動いていきます。本人
からの申告もありますが、周囲の
同僚や関連部署の管理職からも
情報が入ってきます。本人から相
談を受けた後に、関わる各管理職、
各関係各者を呼んで、今はこうい
う状況でこのように体調が悪く
なっているので配慮してください。
通院はいつです、ということを共
有して、会社全体でサポートをし
ていくようにしています。

表11はメンタルヘルスに関し
てですが、本人には「勤務開始時
間の変更」「残業規制」「出勤時の
面談」を実施し、最初は1時間単位から
出勤できるようにサポートしていきます。
これも結局、人によって体調がかなり違
いますので、1時間ずつしか出勤できな
いという人については様子を見ながら、
1時間勤務を1週間続けてみる。体調が
そこまで悪くないという場合は半休を
組み合わせていく。その上で最終的には
8時間勤務が可能になるまで支援をして
いきます。復職支援は、早ければ1ヵ月
程度で出勤できるようになるものもい
れば、半年程度かけて少しずつ復帰して
いく社員もいます。これまで支援した社
員は今も働いてくれていて8時間勤務が
可能になった状態でしっかり働いてく
れています。

表11

両立支援のための組織構築⑥  体調不良者への対応（復職支援）

図3

両立支援のための組織構築⑤  体調不良者への対応（体調不良者発生時）

③ 浅野製版所における両立支援 ―健康経営と働き方改革の視点から―
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体調不良者のへの対応をする時にい
ちばん大事だったと思うことは、困った
時にすぐ相談・解決できる組織であると
いうことです。何かが起こった時に情報
がすぐに入ってくるということもそう
なのですが、関係各者がすぐに集まって、
その事情だったら私たちが引き受けま
しょう、そちらの部署ではどうですかと
いう、お互いの部署で関わり合いながら
サポートをしていきます。決まった制度
でルール通りやっていくことも大事だ
とは思いますが、当社のような小さな企
業だと社員一人ひとりの状況に合わせて、
柔軟に対応していけるというのが強み
なのかなと思います（表12）。

早足で説明させていただきましたが、
私たちにとって両立支援というのは、社
員がどんな状況でも働き続けられる環
境を作ることだと思います。健康経営と
いう単語だけ聞くと健康管理というと
ころに注目してしまいがちなのですが、
実際にはこれから人が足りなくなる。社
員がどのような状況になっても、働き続
けたいと思う企業にして、事業を継続し
ていきたいと思っています。今後は中小
企業が事業を継続していくためには、社
員一人ひとりの状況や多様性を認めて、
健康で働き続けられる職場の構築が絶
対条件になっていくと思います（表13）。

ご清聴ありがとうございました。

嶋田　ありがとうございました。新佐さんの役職は、
経営企画部課長ということで経営企画の方からも
こうしたアプローチをされているということだと

表12

表13

両立支援のための組織構築⑦  体調不良者への対応をするために

まとめ

思います。実際に働き方改革をやってこられたとい
うことで、ありがとうございました。
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座長を終えて 

独立行政法人 労働者健康安全機構 特任研究ディレクター　嶋田 紘

基調講演Ⅰ ① ③〜

本日は3題の基調講演をいただきました。この
フォーラムは11回になりますが、本日のテーマは「両
立支援における医療機関と企業との連携」というこ
とになっています。

徐々にですが病院側の支援から企業支援の現状
と言いますか、企業側の何が課題で、どのようにす
ればうまくいくのだろうかということで行われる
ようになってきました。

全般的には企業の中の両立支援の状況、それから
行政の企業に対するアプローチ、政策というものが、
お話しいただき、みなさんにもお分かりになったの
ではないかと思います。

1題目の厚生労働省の丹羽様からは4つに分けて、
働き方改革における両立支援の意義、両立支援ガイ
ドライン、両立支援コーディネーター、地域での取
り組み事例ということをお話しいただきました。

私も10数年、この課題に関わってきていますが、
コーディネーターはようやく確立されたと言って
もいいのですが、身分保障と言いますか、どういう
保障のもとにコーディネーターという仕事ができ
ているのかなと思っています。本日の発表からも企
業では社会保険労務士とか、病院ではMSWとか産
保センターでは両立支援促進員がその任務に当れ
ば良いと言われていますが、従来の業務の上におま
けにコーディネーター業務を行うのではなく外国
の例にもあるようにきちんとした身分保障がある
ともっともっとアクティブに両立支援業務ができ

るのではないかと思っています。
それからこれは前からの問題ですが、中小企業と

大企業ではまったく背景と言いますか体制が違う
と思います。日本企業全体の8割を占める中小企業
に対する色々な情況について様々に考えていかな
ければいけないだろうということです。

最後のお話しの中小企業では、辞められたら困る、
辞められないように色々考えたのだと言われてい
ましたが、これも外国なのですが、外国でも中小企
業の経営者は、とくに両立支援のアドバイスがほし
いと言われるのです。スタッフであるがん罹患者を
どうしたらいいのか、抜けた穴を少ないスタッフで
どのように埋めたらいいのか、また出てこられた時
にもどのような勤務体制にすればいいのかといっ
た具体的な事例を、これからはさらにたくさん収集
し、その企業に応じた様々なアドバイスができるよ
うになればいいのではないかと思いました。

それから後のお2人は、健康経営について話され
ましたが、健康経営と言えばemployer（雇用主）と
employee（従業員）のリレーションシップがうま
くできれば両立支援の時でもうまくいくというこ
とを感じました。健康経営というアプローチ、切り
口も今後の両立支援に大変役に立つのではないか
というように思いました。

そういうことで基調講演の感想にさせていただ
きます。どうもありがとうございました。

座長を終えて
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当機構における取り組み状況
— 座長のことば

独立行政法人 労働者健康安全機構 特任研究ディレクター　野村 和弘

当機構における取り組み状況　講演Ⅱ ④ ⑥〜

第Ⅱ部の司会をさせていただきます。ここでは実
際に労災病院でどのようなことがやられているか、
それがどのように効果を及ぼしているかというと
ころを中心にお話しをいただきます。

最初のお話し（講演④）ではこの両立支援がどの
ような経緯で成り立ってきて、今はどうかというこ
とをお話しいただきます。労働者健康安全機構東京
労災病院治療就労両立支援センターの両立支援部
長の加藤宏一先生に「労働者健康安全機構の取り組
み報告他」ということでお話しいただきます。

引き続いて「横浜労災病院における両立支援の実

際」（講演⑤）ということで、労働者健康安全機構横
浜労災病院医療福祉相談室室長で医療ソーシャル
ワーカーで、両立支援コーディネーターでもある藤
田寛さんにお話しいただきます。

最後の講演⑥は労働者健康安全機構東京労災病
院治療就労両立支援センターの両立支援コーディ
ネーターの新明綾乃さんに「東京労災病院における
両立支援の実際」ということでお話しをしていただ
きます。

それでは各先生方には順にご講演をお願いいた
します。
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④ 労働者健康安全機構の取り組み報告他

労働者健康安全機構の
取り組み報告他

当機構における取り組み状況　講演Ⅱ ④

加藤 宏一

東京労災病院治療就労両立支援セン
ターで両立支援を担当している加藤で
す。よろしくお願いします。本日は労働
者健康安全機構や東京労災病院でどの
ようなことを行っているか報告いたし
ます。

まずは労働者健康安全機構がどうい
うところかお話しします。勤労者医療の
充実・勤労者の安全向上・産業保健の強
化という理念で、働く人に対する医療を
提供することを目標にしています。

図1の労災病院、治療就労両立支援セ
ンター、産業保健総合支援センターが、
両立支援に関わっている
ところです。

労災病院は全国に31あ
ります。勤労者医療をメイ
ンに行っていますがどな
たでもかかることは可能
です。最近は働く方も高齢
化していたり、女性の進出、
外国人なども多くなり、か
なり役割も大きくなって
きています（図2）。

はじめに―労働者健康安全機構の概要

図1

（独）労働者健康安全機構

図2

（独）労働者健康安全機構　労災病院

独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病院 治療就労両立支援センター
 両立支援部長
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この勤労者医療フォー
ラムは野村先生、嶋田先生
が約10年前に始められ今
までに10回行っています。
今回が11回目です。今ま
での内容は両立支援をど
のようにするか、がんの患
者さんにどう対応してい
くか、最近では両立支援
コーディネーターにどう
働いてもらうかというこ
とをテーマにしてやって
きました。ただやはり問
題は復職した後ですから、今回のテーマ
は企業との連携ということにしました（表
1）。

これまでの労働者健康安全機構や厚
労省の両立支援の流れですが、10年前
の労働者健康安全機構（当時は労働者健
康福祉機構）が行った「勤労者のあり方
検討会」から始まりました。近年では平
成28年に厚労省からガイドラインが出
まして、平成29年に働き方改革実行計
画で、トライアングル型支援などの推進、
また両立支援コーディネーターを養成
するということが盛り込まれました。ま
た平成30年には診療報酬改定でがんに
ついてですが「療養・就労両立支援指導
料」が新設されました。これは大きな追い風になっ

労災病院はモデル事業として両立支援を行って
いるのですが、東京労災病院はがんとメンタルヘル
スの中核病院になっています。その他にも糖尿病、
脳卒中も行っています。全国の労災病院と連携して
事例を集め、どのように両立支援を進めていったら
いいかを決めています（図3）。

両立支援への取り組みの推移

東京労災病院における両立支援の実際

表1

「癌の治療と就労両立支援」　勤労者医療フォーラム

表2

「治療と仕事の両立支援」の進展

ているかなと思います（表2）。

がんについては平成28年10月から平成31年3月
までに、モデル事業に同意してくれた215名を対象
に検討しています(図4)。男性は50代、60代の大腸
がんが多く、女性は40代、50代の乳がんが多いとい
う結果が得られました。日本では閉経前の若い方の
乳がんが多いということが特徴です。
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こういう方たちに就労支援の
介入をしていますが、支援開始か
ら復職までの平均日数は2～3ヵ
月です。復職率も6～8割で、全体
的に見ると78％の方が復職して
います。仕事はなかなか難しい、
復職も難しいという方に介入し
ていますからかなり良い成績が
得られていると思います（表3）。

図3

治療就労両立支援モデル事業

図4

表3

がん種別の性別・年齢別支援人数　n=215

平成26年10月～平成31年3月までに復職した患者の分析

④ 労働者健康安全機構の取り組み報告他
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図5は2019年12月に国
立がん研究センターから
出た「がん部位・病期別5
年生存率」です。近年はが
んの治療成績が良くなっ
ていてステージⅢまで、大
腸がんや乳がんではステー
ジⅣまで、かなりの方が5
年生存率を得ています。い
ちばん右のがん全体では9
割近い方が5年生存率を得
られているというデータ
になっています。がんは治
る病気、付き合っていく病
気になっています。

両立支援の進め方です
が、労働者である患者さん
が中心になり、われわれ医
療者側が意見書などを出
します。それを持って事
業所に戻り、どのように復
職していくか、勤務してい
くかのプランを立てます。
ただこの全部を勤労者で
ある患者さんにやっても
らうのは大変ということ
で、両立支援コーディネー
ターが間に入り、図にある
ような三角形の支援を行
います。これをトライアングル型支援と呼んでいま
すが、こういう手助けをするという取り組みを行っ
ています（図6）。

労働者健康安全機構はこの両立支援に力を入れ
ていまして、従来は「モデル事業」としてやっていた
のですが、令和元年度からは普通の「事業」として
やっていくことになりました。対象疾患もがん・糖
尿病・脳卒中・メンタル疾患の4つに絞っていたので
すが、全疾患ということで、整形や婦人科、循環器な
どすべての疾患で年齢制限もなく広く進めていこ
うとしています（表4）。

図5

図6

部位 ・ 病期別5年生存率

両立支援の進め方

表4

労働者健康安全機構　令和元年度の取り組み
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産業医は大きな企業に限られ、
問題は、日本の企業のほとんどが
中小企業だということです。中小
企業に勤めている人が圧倒的に
多いですから、その実態はどうな
のかということで東京労災病院
のある東京都大田区で企業に対
してアンケートを取ってみました。

大田区というのは羽田空港が
あるところですが、ものづくり
の町、下町です。企業も中小の製
造業が本当に多いのです。昔か
らやっているような工場がたく
さんあります。アンケートでは
57％が製造業でした。

従業員も86％が「50人未満」
です。「301人以上」は2％でした

（図7）。
これらの企業に1ヵ月以上休業

している人はいますかと聞いた
ところ、35％のところで「いる」
ということで、予想通りですが多
い結果でした。

疾患の内訳はやはり休んでいる人は、うつなど
のメンタルが多いのですが、4人に1人はがんでし

表5は2018年の診療報酬改定で、が
んについてですが「療養・就労両立支援
指導料」として1,000点がつきました。
これは医療者側から事業所に意見書を
出して、事業所の産業医から返信が来な
いと算定されないというなかなか難し
いところがあります。産業医からの返信
はぜひ行っていただきたいと思います。

表5

2018年診療報酬改定

中小企業に対する両立支援アンケート結果から

た（図8）。
地元ですから東京労災病院の両立支援を知って

いますかという質問をしたのですが、「知っている」

図7

図8

大田区内企業に対する両立支援アンケート ①　81社から回答

大田区内企業に対する両立支援アンケート ②

④ 労働者健康安全機構の取り組み報告他
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というのは16％で、やや寂しい
結果でしたが、そもそも両立支援
とは何かということが、企業の方
にとって分からないのかなと思
います。

会社に両立支援は必要ですか
と聞きましたら、4割ほどの人が
必要だということでした（図9）。

両立支援というのは手伝いす
ることができるのですが、それを
知っていますかと聞きましたら、
ほとんどが知らなくて、まだまだ
周知が足りないと思います。これ
からはどんどん世間にも知って
いただけるよう活動したいと思
います。
「利用したい」という方も半数

ほどいました。健康経営面からも
中小企業への両立支援の周知が
非常に重要であると思います（図
10）。

図9

図10

大田区内企業に対する両立支援アンケート ③

大田区内企業に対する両立支援アンケート ④

われわれ医療機関側から企業に望むことですが、
今日いちばんお伝えしたいことで、ぜひ両立支援制
度を導入していただきたいと思います。育児や介護
の両立支援は、だいぶ進んでいると思うのですが、
病気に関しては時間だけではなく本人の体調とか
作業能力も落ちたところでの支援になりますので、
色々と考えてあげなければいけないところも多い
のです。難しい点もあるので、ぜひ制度の導入をし
ていただきたいと思います。両立支援コーディネー
ターが医療機関や産保センターなどにはおります
ので、ぜひ活用してください。

それから相談窓口を設けてほしいということで
す。勤めている方に聞いても自社の就業規則を知ら
ない方が多く、どこに相談したらいいか分からない
ということも多いですから、ここに言えば何とかな
るというところをひとつ作っていただき、それを周

医療機関側から企業へ望むこと

知していただきたいと思います。
両立支援には、職場復帰プランの作成や、算定の

こともありますから産業医から医療機関へのフィー
ドバックも可能ならばしていただきたいと思います。
ぜひ医療機関と連携を取ってください。

従業員50名以上は、もちろん産業医の先生や安
全衛生委員会を利用していただきたいのですが、ほ
とんどのところは産業医の先生がいらっしゃらな
いので、産業保健センターなどを利用していただき
たいと思っています。産保センターでは、両立支援
促進員の個別調整支援などもできますので、ぜひ利
用してください。
「治療と仕事の両立支援助成金」というのもあり

ますから、これは産保センターか、労働者健康安全
機構に言っていただければ案内ができますので、ぜ
ひ申請してください。
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表7はやや細かいのです
が、事業所向けの支援制度
というものも労働者健康
安全機構のホームページ
にまとめて載っています
から参考にしてください。

治療と仕事の両立支援
助成金というものもあり
ますので、こちらも労働者
健康安全機構、または産業
保健総合支援センターの
方にお問い合せいただけ
るとありがたいと思いま
す（表8）。

事業所向けの制度と注意すべき点

また医療機関もかなり気を遣ってい
るのですが、病気のことなどは個人情報
になりますので、取り扱いにはぜひ注意
していただき、本人の同意を得てもらい
たいと思います。

復職に関しては、部下と直属上司との
関係に影響されるというデータもあり
ますので、良好な関係性を保っていただ
きたいと思います（表6）。

表6

企業に望むこと

表7

事業者向け支援制度

表8

治療と仕事の両立支援助成金

④ 労働者健康安全機構の取り組み報告他
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事業所の方は病気の方を雇うのは安
全配慮義務がかなり気になるとは思い
ますが、安全配慮義務と治療と仕事の両
立支援の関係ですが、まず何ができて何
ができないかということをはっきりさせ、
医療機関から診断書などをもらい、そこ
をはっきりさせたうえで、どういう仕事
ができるのか、配置転換とか時間などを
考慮していただきたいと思います。ただ
そういう配置転換や作業時間短縮など
でも就業が困難という時には、仕方がな
いので「就労禁止」になります。労働者
にも「自己保健義務」があり、きちんと
仕事ができるように体調を整える義務
がありますから、そういうものを就業規
則に示しておくことがいいかなと思い
ます（表9）。

両立支援コーディネーターは、労働者
健康安全機構で養成研修を行っていま
して、今は人気があり、倍率も高くなっ
ていますから、追加して研修を行ってい
ます。朝から夕方までみっちりと座学と
グループワークの研修があります。こち
らについてもぜひ企業側からも受講し
ていただきたいと思います。実際にソーシャルワー
カーさん、企業の産業衛生担当の方の受講が多く

表9

表11

表10

「安全配慮義務」と「治療と仕事の両立支援」

（参考） 米国のがん患者

両立支援コーディネーター養成研修

なっています（表10）。

表11は参考にしていただきたいので
すが、アメリカのがん患者さんの状態
です。経済面では年収がかなり減って
しまっています。治療費もかかり、仕事
ができなくなり、年収は平均395万円か
ら167万円に減少してしまいます。ま
たアメリカもかなり高齢化していて、
高齢化の波が押し寄せるので“Silver 
Tsunami”と呼ばれているようです。そ
の影響もあり、経済面でもよくないよう
です。またアメリカは国民皆保険ではあ

がん患者に関わる諸問題
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りませんから、手術代や放射線などの治療費が非常
に高いのです。手術は140～570万円、放射線治療
350万円以上、抗がん剤も高いものは何百万円とい
うことです。そうなると3分の1が医療費を支払え
ず治療を中断するとか、半数が6年間で失職してい
ます。1回辞めてしまうと再就職は困難になります。
そういう意味では非常に厳しい状況だと思います。
そのへんでは日本は恵まれていると思います。

それからこれは日本でも同じなのですが、うつ状
態になる方が多いのです。がん患者さんは、25％、
4人に1人はうつになり、5年以上続く方も多いとい
うことです。アメリカのデータですが、がん患者さ
んは自殺を試みる人が通常の2倍いる。その内の半
数は、うつの症状が最初は分からなかったというこ
とです。がんに罹った方は身体だけではなくてメン
タルにも気をつけていかないといけない、フォロー
していかなければいけないということが分かります。

認知機能障害も75%に出現します。“Brain Fog”
と言われ、頭に靄とか霧がかかったようなスッキリ
しない状態です。また抗がん剤治療の時は“Chemo 
Brain”と言って、やはりはっきりしない状態が続き
ます。倦怠感などもがんの時には出てきます。35%
は記憶障害や注意障害が続くということです。直接
作業能力が落ちますから、周囲がフォローしてあげ

なければいけない状況だと思います。
またがん患者も「患者からサバイバーへ」という

ことで意識が変わってきています。アメリカでは、
乳がんサバイバーによる“Going flat”キャンペー
ンというのがあります。乳房再建をしないで手術を
したそのままの状態でもいいのではないかという
意識の人も出てきています。そういうように社会も
変ってきているということも報告されています。

以上、私からの両立支援についての報告です。

野村　ありがとうございました。アンケートについ
てですが、企業のどなたを対象にやったのかは非常
に大切だと思いますが、そこはどうなのでしょうか。

加藤　大田区内の企業です。大企業と中小企業があ
ります。

野村　企業内の誰にした質問なのでしょうか。人事
担当者ですか、経営者ですか。

加藤　経営者側に送っています。

野村　経営者側から回答があったということですね。
どうもありがとうございました。

④ 労働者健康安全機構の取り組み報告他
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横浜労災病院における
両立支援の実際

当機構における取り組み状況　講演Ⅱ ⑤

横浜労災病院で医療ソーシャルワーカーと両立
支援コーディネーターを兼務している藤田寛と申
します。よろしくお願いいたします。私からは「横
浜労災病院における両立支援の実際」ということで
ご報告させていただきます。

横浜労災病院は、東京労災病院と同じく労働者健
康安全機構の病院で新横浜にあります。直近ではラ
グビーワールドカップの決勝が行われた日産スタ
ジアムのすぐ横にある病院です。

1991年に建てられた病院で、650床規模の一般
急性期の病院になります。様々なセンターなどを持っ
ている病院です（表1、表2）。

みなさんは、医療ソーシャルワーカーについ
てご存じのようですから簡単に紹介いたします。
Medical Social Workerの頭文字をとってMSW
と呼ばれます。国が2002年に定めた「医療ソーシャ
ルワーカー業務指針」においては「…社会復帰の促
進を図る」ということが示されています。もともと、
両立支援ができる前からMSWの業務としては「社
会復帰支援」というものがすでにありました（表3）。

社会福祉士ないしは精神保健福祉士という国家
資格（名称独占資格）を持って働いている業種にな
ります（表4）。

横浜労災病院 ・ MSWの業務概要

藤田 寛独立行政法人 労働者健康安全機構 横浜労災病院 医療福祉相談室 室長
医療ソーシャルワーカー　両立支援コーディネーター

表1

表2

横浜労災病院の概要（1）

横浜労災病院の概要（2）
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⑤ 横浜労災病院における両立支援の実際

当院では患者サポートセンターの中に両立支援の
相談窓口もあります。部署としてはそのサポートセ
ンターにMSWが7名おります。2018年度の医療福
祉相談室の実績としては、医療福祉相談件数が9,413
件があった内、社会復帰相談件数は82件、その内、
治療就労両立支援相談件数は57件でした（表5）。

図1は、「がん患者さんのための治療と仕事の両立
を支援する相談窓口のご案内」です。がん患者さん
が告知を受けるタイミングで医師ないしは看護師
から渡されるチラシになります。これは病院の中に

「治療と仕事の両立を支援する相談窓口」がありま
すということをお知らせするための、患者さん向け
のチラシになります。

図2は「治療・就労両立支援」の運用手順フローで
す。「問診票を渡す」という診療サイドで行われる部
分から始まり、両立支援コーディネーターまでの流
れを示しています。

患者さんに問診票が渡されるのですが、非常に簡
単なものです。仕事をしているか、していないか。
それから、がんの治療をしながら仕事を続けていく
ための職場の環境作りや働き方などについて相談
をしたいと思いますかに対して「はい・いいえ」、そ
れから、がんの治療を続けながら仕事を始めること
について相談したいと思いますかという3つだけ質
問を用意してあります。これで相談したいというこ
とになれば、それを持って両立支援の窓口に患者さ
んが訪ねてくるという流れを作っています（図3）。

両立支援のフロー

表3

表5

図1

表4

医療ソーシャルワーカーについて（1）

患者サポートセンターについて

医療ソーシャルワーカーについて（2）

先ほども診療報酬に点数がついたという説明が
ありましたが、実際には当院から出した書式に対し
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図2

「治療・就労両立支援」の運用手順フロー

図3

表6

ここからは実際に相談に関わった事例を2事例紹
介したいと思います。1例目は50代の乳がん患者さ
んです。

X年6月に初回面接をしました。この時は、当院の
がん看護専門看護師と同席して一緒に面談をして
います。半年間、術前化学療法を行って手術をし、
術後の化学療法が9ヵ月という経過です。職種は一
般企業OLでデスクワークです。今の会社は、もと
もと勤めていた会社が吸収合併されたので、前社か
らの通算では、勤続33年です。

通勤は電車で約90分。乗り継ぎがあるので、通勤
がとても大変だということです。産業医はいるので
すが、おもにメンタルヘルスを得意としている先生
とのことです（表6）。

初回面接から概ね1ヵ月に1回の面接を重ねてき

両立支援事例 ①

事 例 ①

ました。両立するための課題としては、体調の変化
として、だるさ、疲れ、味覚変化などが副作用として
ありました。また通勤ラッシュの負担については、
フレックスタイムでの出勤とし、年休を時間休で充

て企業の産業医からの返事はなかなかいただけて おらず、実際の算定まで到ったケースはありません。
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表9

表7

表8

事例②です。この方も50代の乳がん患者さんで
す。相談のタイミングで多発肝転移・多発骨転移が
あり、StageⅣと診断され、予後は3年見込めても5
年は難しいと告知を受けました。通院化学療法にて
治療を開始しています。仕事は、中学校教員で、相
談窓口は学校長もしくは副校長でした。担任してい
る2年生を卒業させてから退職を考えたいというこ
とでした（表9）。

X年1月に初回面接をして、この方も概ね1ヵ月に
1回程度面接を続けてきました。治療と就労の両立

両立支援事例 ②

事 例 ②

両立支援の実施1 （事例①）

両立支援の実施2 （事例①）

てることが可能でした。通常の勤務に関しては所属
課長が窓口となり、実際の復職については大阪本社
に人事部長がいて、本人がもともと総務課の方でし
たから日常的にやり取りをしている関係にあり、メー
ルで何でも相談できますということをおっしゃっ
ていました（表7）。

家庭内の事情としては、夫がリストラ後に今の仕
事になり、勤務が不定期でいつまで続けられるか分
からない。家計は本人と夫で、本人が2、夫が1の2：
1の割合で負担。息子さんがいるのですが、教育費
はおもに本人が負担しているという家計の状況で、
仕事は辞められないということでした。

長男は社会人1年目だったのですが、次男がまだ
大学生で卒業するまであと2年あるので何とか仕事
を続けたいということでした。長男もその後、パワ
ハラなどがあり途中で仕事を辞めることになり、新
たに職探しをしているという状況になりました。そ
うした色々な家庭の事情がありました。

入院中に傷病手当金の請求を開始しているので
すが、途中で身体的不調と通勤の大変さということ
があり、医師とも相談してこの時期は一時的に休職
し、補助化学療法が終了したらまた復職するという
プランを立てました。

それで最終的には両立支援が終了したというこ
とですが、最近、再相談があり、その方の会社が外資
系の企業に買収されて、大量リストラが100人規模
で行われていて、明日はそのリストラ面接なのでど

うしようかという相談でした。条件は、大阪本社に
転勤して就労を続けるか辞めるかということだっ
たので、本人としては大阪まで行くという選択はせ
ず今回のタイミングで退職するということを決め
られました（表8）。

⑤ 横浜労災病院における両立支援の実際
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支援に関しては、化学療法の副作用が身体的ダメー
ジとしてあり、化学療法をしている約3ヵ月間ぐら
いは治療を優先して休職し、新年度から復職をめざ
すということで4月に2年生が3年生に上がるタイ
ミングで復職をしました。

あとは学校行事と定期通院をうまく両立しなが
らやりました。ポジションが学年主任でしたから、
自分の担う仕事をきちんとこなしていけば、時間の
調整は比較的できるという状況でした。他の教員に
任せられるものはどんどん任せていき、在宅ワーク
として持ち帰れるものはそうしました。プリントを
用意したり、授業の資料作りなどは、本人が自宅に
コピー機を購入して自宅で作成するようにし、学校
に残って残業してまでやらないというようにしま
した（表10）。

家庭内の事情としては、母親との2人暮らしでし
たが、母親に認知症があり、ご自身の病気を機にグ
ループホームに入所となっています。長男は別世帯
で非常勤教員でしたが、途中から事情もあり、しば
らくの間は同居もしていました。最終的に今は息子
さんも正規教員としての採用が決まり、家を出てお
り、本人は単身独居です。　　

アドバンスケアプランニング（ACP）としては、末
期がんであるという自分の事実との向き合い方を
考えられ、最終的には家ではない場所を希望し、緩
和ケア病棟やホスピスケアの場所を見学に行かれ
たりとか、その間にやりたいことをやり、行きたい
ところに行き、会いたい人に会っておきましょうと
いうことで、海外も含めてけっこう旅行もあちらこ
ちらに出掛けておられます。また、趣味でオーケス
トラもやられていて、演奏会などにも参加していま
す。この方は抗がん剤が非常によく効いたので、当
初言われた「3年見込めても5年は難しい」というこ
とが、今は大変落ち着いていて、もしかしたら5年
を見込める、さらにもう少し生命予後が長くなるか
もしれないと医師からは言われています。

卒業生を送り出した後にいったん退職し、今は臨
時採用教員として別の中学校に再就職しています。

臨時採用ですから2020年3月までなのですが、こ
の方は、その後、自分の新たな目標をどうしようか
と考える中で、お母様との共同名義のアパートの一
室を使い、不登校で学校に行けない小中学生に対し
てワンコイン塾をやろうという新たな目標を立て
ています。この方は今も月１回の面接を継続してい
る方です（表11）。

今日のテーマは企業との連携ということですが、
この2事例ともそうなのですが、患者さん自身に力
があります。本人が自分のスキルや能力をうまく使
い、自分が所属している会社や学校にきちんと話し
をされ、自分たちのニーズをきちんとクリアしてい
ける力があった方でしたから、ソーシャルワーカー
としては、そこを支援するという関わり方であった
と思っています。

表10

表11

両立支援の実施1 （事例②）

両立支援の実施2 （事例②）
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最後にMSWの立場から考えること
は「両立支援は自己実現を支援する」と
いうことで、図4を持ってきました。ア
メリカの心理学者のマズローという方が、
欲求階層を示した図です。社会的所属の
欲求の実現、さらに「あなたがいること
がとても大事」だということを承認され
るというニーズの実現があり、その人の
自己実現が完成するという意味では、そ
の人が持てる力を応援し、背中を押して
いくことが、両立支援ではとても大事な
ことであると、日々の実践から感じてい
ます。

ご清聴ありがとうございました。

野村　ありがとうございました。2例の乳がん患者
さんについて、どういう形でサポートされていった

両立支援は自己実現を支援すること

図4

ＭＳＷの立場から考えること 
「両立支援は自己実現を支援する」

かを具体的にお話ししていただきました。

⑤ 横浜労災病院における両立支援の実際
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東京労災病院における
両立支援の実際

当機構における取り組み状況　講演Ⅱ ⑥

東京労災病院治療就労両立支
援センター・両立支援コーディ
ネーターの新明綾乃と申します。
本日は「東京労災病院における両
立支援の実際」について、東京労
災病院の取り組みと実際の事例
から現状を報告させていただき
ます。

まず当院の概要です。東京労災
病院は、東京都大田区にございま
す。労災病院の中に勤労者メンタ
ルヘルス研究センター・アスベス
ト疾患センター・治療就労両立支
援センターの3つのセンターを組
織に置いています。病床数は400
床、急性期医療、勤労者医療、災
害拠点病院の役割を持っていま
す。平均在院日数は、14.4日、1
日平均外来患者数が、938人/日

（2019年4～11月累計）です。
病院の地域特性ですが、先ほど

加藤医師からもお話しがありま
したが、京浜工業地帯の中にある
病院で、近くに羽田空港もござい
ます。様々な労働者層が共存して
いる土地です（図1）。

当院の両立支援チームについて簡単に概要をお
伝えさせていただきます。両立支援センターは院長

はじめに―東京労災病院・両立支援センターの概要

新明 綾乃独立行政法人 労働者健康安全機構 東京労災病院 治療就労両立支援センター
両立支援コーディネーター

を所長とし、両立支援部長が脳神経外科、精神科、循
環器内科医師の3部長がいます。コーディネーター
は、社会福祉士、作業療法士、管理栄養士、臨床心理

図1

表1

東京労災病院について

東京労災病院の両立支援チーム
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⑥ 東京労災病院における両立支援の実際

次に2019年度の東京労災病院
の両立支援の院内体制構築の動
き、データ集計結果報告、事例紹
介を行います。おもに2019年度
に行った院内体制の構築の動き
としては、3段階があります。1
段階目が「院内周知」です。院内
全体勉強会、部署単位勉強会を行
い、両立支援そのものの基本的な
概要や内容を各部署、ならびに院
内全体で周知活動を行い、お仕事
をされている方のご相談が両立
支援センターの方に来るように
ということで勉強会をしてきました。

次に新しい動きとしては「各部門への働きかけ」
として、両立支援センターで有職者のスクリーニン
グをコーディネーター5人で毎日行うようにしまし
た。その情報をもとに全病棟カンファレンスに出席
し、両立支援に関するディスカッションの時間を設
定し、お仕事がある方の情報の共有や相談依頼など
を受けるようにしました。また、両立支援部長が医

次に先ほど挙げた有職者スクリーニングに関す
るデータ集計を報告します。まず、入院カルテから
新患の有職者をリストアップします。2番目に両立
支援の介入可否について医療者で協議を行い、3番
目に主治医から介入の確認をして、最後にコーディ
ネーターが、患者本人と直接お会いをして、外来や
入院時に初回面談を行い、両立支援に関する事業案
内をします。

両立支援の院内体制構築の動き

有職者スクリーニングの実績

士、保健師の5人で活動しています。この5人が院内
の患者さんに対して両立支援コーディネーターと
しての役割を担っており、当院の特徴としては、多
職種でチーム構成をしています。病院内に両立支援

相談窓口を開設していて、東京産業保健総合支援セ
ンター出張相談窓口を開設しています。病院内の社
会福祉士がおもに院外や企業側からの両立支援相
談を担当しています（表1）。

表2

東京労災病院の両立支援 Ⅰ

局会で広報をし、各部門からの情報提供に関する連
携構築も継続して行ってきました。

最終的には「キーマンの決定」ということで、セク
ションごとの両立支援に携わるキーマンとの協働
を行いました。各現場の流動的な状況に合った連携
方法をみなで考えてきたという1年の振り返りにな
ります。（表2）。

とくに、外来の方には、一言目に「今日はお仕事ど
うされましたか？」というような言葉を大事にしな
がら、それぞれのコーディネーターがお声を掛けて
いるような状況です。

図2の枠内は2019年4月1日から12月31日まで
の有職者をリストアップし、スクリーニングをした
結果ですが、新患有職者は述べ1,681人となりまし
た。この中に出産や人間ドック等は除いています。



第Ⅱ部 当機構における取り組み状況

62

良性疾患の方や、支援中の再入院に関して除外する
と1,324名が対象外となりました。残り357名の方
になりますが、218名の方が症状軽度・重度等を理
由に医療者で不要の判断をしています。

対象者139名は、両立支援の希望者が67名、支援
希望がなしが72名で、67対72が最終的な数となり
ました。

計139名の対象者属性をまとめてみました。詳細
は表3をご参照いただきたいのですが、67対72で、
男女差はともに男性が多いような傾向です。平均年
齢は「支援希望あり」が50.2歳、「支援希望なし」が
58.6歳ということで、希望がなかった方のほうが年
齢が若干高いという印象です。年齢の最大値、最小
値に関しては、そう大きな差はなかったのですが、
最高年齢は81歳、最少年齢は19歳ということで、幅
広い年代の方が対象になったと考えます。

5分野の「がん・脳卒中・糖尿病・メンタルヘルス・
その他」の数については表をご参照ください。

最後に健康保険のデータですが、社会保険の方が
ほぼ半数以上を占めているという結果になりました。

支援を希望する方の数をグラフにしますと「がん」
が27％、次が「脳卒中」と続き、今年度からは「モデ
ル事業」から「事業」になり、対象患者さんが全新患
になりましたので、「その他疾患」の方が41％とい
うデータになっています。がん種に関してはグラフ
をご参照ください（図3）。

図2

表3

東京労災病院の両立支援 Ⅱ

対象者属性

図3

対象者疾患割合
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事例紹介に入ります。今
回の事例の方は、60代男
性になります。胃がん（Ⅱ
期）の方で、治療内容は、
手術と術後化学療法を行
いました。相談依頼経路
は、治療就労両立支援セン
ターの予防医療部から、胃
がんの確定診断時に相談
依頼を受けました。以前よ
り、肥満減量目的に予防医
療部の管理栄養士、作業療
法士が指導を行っていま
した。

仕事の内容としては、金
属加工業の会社に約15年
間、従事されている方で、
金型製造、機械操作、研磨
など作業系の業務が中心
です。

金属加工業は京浜工業
地帯の大田区ならではの
産業で、今回の事例の方は
町工場にお勤めの方で、昔
ながらの製法を持ってい
る金型の事業場でした。ご
本人からの情報として、金
型も経費削減を目的に、中国など諸外国に依頼する
ことが多くなりましたが、日本で製造された金型は、
精密な製法で傷ひとつなく仕上げられていて、日本
の高い技術の一つだそうです。従業員は９名の会社
で、上司および復職に関する相談先は社長自らでし
た。勤務は日勤帯の8：30～17：30で、時間外・休日
労働の状況は、納期により「有り」という状況でした

（表4）。
この方の生活の家族背景としては、高齢で要介護

状態のお母さんと同居されていて、とても老々介護
に疲弊していました。社会資源に関しては、治療療

事例紹介

養時は、傷病手当金の最大1年6ヵ月受給しました。
治療後の経過としては、術後の食事量が減少し、食
道狭窄やダンピング症候群により20㎏ほど痩せ、
食後の腹痛が主症状でした。

Aさんの思いとしては、体重が落ちてしまって体
力がなく、仕事をできる気がしない、母と過ごす時
間がストレスになって余計に食欲がない、とメンタ
ルが落ちている状態でした（表5）。

両立支援では、1つのチームになって社会福祉士・
作業療法士・管理栄養士のそれぞれが専門的な武器
を活かして支援に携わった形になっています（図4）。

表4

表5

事例 ： Ａさん ６０代 男性 （1）

事例 ： Ａさん ６０代 男性 （2）

⑥ 東京労災病院における両立支援の実際
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1年6ヵ月経って病状も安定し、
ご本人は復職希望があり、職場訪
問を実施しました。実際に工場に
行かせていただき、中の様子を見
させていただきましたが、「百聞
は一見に如かず」でした。研磨作
業を見せていただいたのですが、
非常に繊細な動きをされていて、
事業場内で重要な役割を担って
いる印象を受けました。

両立支援の経過としてはAさ
んと両立支援コーディネーター
の三者面談を行い協議し、復職後
は研磨作業などデスクで行える
業務を中心に検討しました。段階
的な復職として、週に３日時短勤
務の部分復帰で復職を開始しま
した。

職場側の配慮でダンピング症
候群・食道狭窄の対応として休憩
時間は90分に延長し、その後、母
の施設入所が決定しました。セル
フケアの工夫により症状が軽減
した上で、最終的には約４ヵ月後
にフルタイム勤務になり、納品な
ど運転業務の外勤業務も可能な
状態になりました（表6）。

図5はAさんからのメッ
セージです。ご本人が語
られていたのは、仕事と治
療の両立は山登りのよう
で、復職はあくまでスター
ト、途中で困りごとが出た
場合には専門家に相談し
てほしいと強く言われて
いました。最終的には職場
での適切なパフォーマン
スを考えながら働き、上司
や同僚の方とコミュニケー
ションを再構築してほし

図4

表6

両立支援もワンチーム

両立支援経過

図5

Ａさんからのメッセージ
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結論になりますが、企業
と連携を行うにも組織内
の足場づくりが肝要であ
り、医療機関内での連携構
築を基本と考えます。企業
との連携に関しては、事例
性の共有、3者間のコミュ
ニケーションの橋渡しが
できればと思います。最終
的にはご本人が最大のカー
ドを切れるための支援が
できれと考えています。今
後とも企業との連携に努
めていきたいと思います

（表7）。
ご清聴ありがとうございました。

いという旨を、本フォーラムでフロアのみなさんに

表7

おわりに

おわりに

⑥ 東京労災病院における両立支援の実際

伝えてほしいということでした。
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独立行政法人 労働者健康安全機構 特任研究ディレクター　野村 和弘

Ⅱ

座長を終えて 

ありがとうございました。3題講演していただき
ましたが、藤田さんや、新明さんからは患者さん支
援をどのような体制で行ってきたか、病院全体がひ
とつの活動主体として支援をしていく。サポートセ
ンターだけではないのだという認識で進んでいる
のだという印象を強く受けました。さらに産保セン
ターがありますから、そこも一緒になってやってい
るのだというところが、裏にはあるなという感じを
受けています。

私はこの3題を司会させていただき、大きな問題
は、加藤先生が示してくれたアンケートの問題だと
思いました。アンケートの中で、東京労災病院で両
立支援に取り組み、その支援の手伝いを実際にやっ
ているということを知っているかどうかを企業の

方に聞いたら、4％の方にしか知られていないとい
うことで、これは大変な課題だなと感じました。

それから、まずは東京労災病院でそうした支援を
やっているのだという取り組みについても、企業全
体の16％にしか知られていない。そうなってくる
とこれをどのように企業の方々に周知するか、これ
がこれからの大きな課題になってくるのではない
かなという感じがしておりました。

これからはみなさんのディスカッション等々で
そうした面も入れて活発な議論をいただき、さらに
就労支援が発展していくことを期待して、私の司会
を終らせていただきます。どうもありがとうござい
ました。

当機構における取り組み状況　講演④ ⑥〜
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パネルディスカッションⅢ

檜山 敦子
健康経営エキスパートアドバイザー
中小企業診断士
オフィス・ライトハウス代表

● 司　会

● パネリスト

藤田 　寛
独立行政法人 労働者健康安全機構
横浜労災病院 医療福祉相談室 室長
医療ソーシャルワーカー
両立支援コーディネーター

新明 綾乃
独立行政法人 労働者健康安全機構 
東京労災病院
治療就労両立支援センター
両立支援コーディネーター

丹羽 啓達
厚生労働省 労働基準局
安全衛生部労働衛生課
治療と仕事の両立支援室 室長

加藤 宏一
独立行政法人 労働者健康安全機構
東京労災病院
治療就労両立支援センター 
両立支援部長

新佐 絵吏
株式会社浅野製版所 
経営企画部課長
産業カウンセラー

両立支援における医療機関と企業との連携

就業形態・年齢等の制限はなく進める
両立支援

◆ 加藤　それではこれからパネルディスカッショ
ンを始めます。本日のパネリストは、先ほど講演を
いただいた方々です。会場のみなさまからの質問、
事前にいただいた質問について、まず答えていただ
きたいと思います。

ひとつ事務的な質問があります。両立支援コー
ディネーター研修の令和2年度のスケジュールはい

基調講演各演者に対する質問

つごろ発表になるかというものがありました。3月
以降に当機構のホームページに掲載しますので、そ
れまでお待ちください。

まずひとつめの質問です。丹羽さんにお願いした
いのですが、現役世代だけではなく65歳以上と高
齢の方、また正社員以外のパートなど非正規労働者
の方、個人事業者の方など様々な雇用形態がありま
すが、厚生労働省では両立支援について労働者の限
定や制限を行っていますかという質問です。
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両立支援における医療機関と企業との連携

◆ 丹羽　治療と仕事の両立支援についてですが、
正社員やパートの方など様々な就業形態があると
思いますが、就業形態には関わらない、また年齢に
も関わらず、とくに制限なく治療と仕事の両立支援
を進めていくという形で、厚労省ではやっています。

企業へのメッセージ ― 事業継続には
健康経営が必要、まずやってみる

◆ 加藤　ありがとうございます。とくに制限はな
いということです。

続きまして檜山さんと新佐さんに健康経営など
につき質問が来ています。本日は、企業の方も参加
されていますが再度、会場の企業側の方に伝えてお
きたいこと、両立支援が健康経営に含まれた経緯、
今後の動きなどありましたらご教示いただきたい
のですが。よろしくお願いします。

◆ 檜山　先ほどもご説明をさせていただきました
が、まずは健康経営をやってみてくださいというこ
とです。それほど難しく考えないで、色々なヒント
があると思いますし、東京都だけではあるのですが
健康経営エキスパートアドバイザー派遣などもあ
りますので、やってみたいと思った方はまずやって
いただく。そうすると何らかの効果は得られると思
います。

それから両立支援についてですが、やはり従業員
の方の健康状態が揺らいでも従業員も会社も雇用・
就労を継続していきたいということが前提にある

のは、先ほどもお話しさせていただいた通りです。
その背景として、国でも施策として支援体制を明確
化しています。がんということに関しては、私自身は、
治る病気になってきたとか、治療のスタイルが入院
だとか手術だという大掛かりなものばかりではなく、
通院治療という形で就労と両立させやすくなって
きたということも両立支援の中にあるのだろうと
思っています。

◆ 加藤　ありがとうございました。新佐さんお願
いします。

◆ 新佐　先ほども申しあげましたが、とくに中小
企業は人手不足は避けられない状況になっていく
と思います。健康管理に関しては、やはり企業側、
人事担当者側からすると違和感があると思います
が、結局は人がいないと事業が回らなくなりますの
で、事業を継続していくためにも、企業側としては、
どのような状況の人でも働き続けられる準備をし
ておかなければならないと思います。今回の両立
支援コーディネーターの方もそうですが、中小企業
では、そういう方々がサポートしてくださるという
こと自体も知らない企業が多いと思いますので、そ
ういう方々と連携を取りながら、どのような人でも
働き続けられるような環境づくりが必要になると
思います。
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らもう少し働けそうですというように、こちら側で
コントロールしながら復職させるという形を取っ
ています。

地方での両立支援の進め方

◆ 加藤　ありがとうございます。続きまして、両立
支援の進め方についての都市部と地方の違いとい
う質問がありました。東京や大阪では企業や医療機
関も充実していますが、地方で両立支援を進めるの
はなかなか難しいので、何かアドバイスはあります
かということでした。厚労省の方からアドバイスは
ございますか。

個人情報保護には留意し人事が軸で動くこと

◆ 加藤　続きまして権限についての質問です。産
業保健スタッフ、人事労務や職場の管理職などの権
限について、どのように考えていったらいいかとい
う質問です。行政の方からは丹羽さん、企業の方か
らは新佐さんにお答えお願いします。

◆ 丹羽　基本的には各事業場により、事業場ごと
にまちまちだとは思いますが、事業場の中のルール
というものを労使の理解を得て制定し、両立支援の
対処方法について明確化することが求められるの
ではないかと思っています。その際には個人の疾患
に関することなので個人情報の保護には留意する
必要があるのだろうと思っています。

◆ 加藤　ありがとうございます。新佐さんお願い
します。

◆ 新佐　私たちがいちばん大事だと思っているのは、
社員の命を守ること、生活を守ることです。したがっ
て、当社に限って言えば、私たち経営企画部の権限
は非常にあります。と言いますのも管理職とか経営
者は専門家ではありません。さらに実際に産業医な
ど色々な先生たちと直接関わる立場でもないので、
基本的には私たちが本人の現状を把握しながら色々
な方たちと連携を取り、それを部署の管理職におろ
していきます。業務に関しても、この時点で、今日
は早く帰してください、本人がこういう状況ですか

◆ 丹羽　ご相談があればですが、厚生労働省の出
先機関で47都道府県の労働局がありますし、その
傘下の労働基準監督署などもありますので、治療と
仕事の両立支援にかかわらず安全とか衛生の話し
については、ご相談いただければ対応したいと思っ
ています。また内容によってはやはり47都道府県
にある産業保健総合支援センターの方も、併せて紹
介するようなケースもあろうかと思います。

それから東京や大阪以外での各事業場の取り組
み事例は、広報の一環として厚生労働省のポータル
サイトで、それこそ東京や大阪以外の、さらには大
企業だけではなく中小企業の取り組み事例も、今年
度もまた何事例かは追加する予定ですから、そうし
た実際の取り組み事例などもご参考にしていただ
ければと思っています。
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中小企業へのアプローチ
― 両立支援コーディネーターの立場から

◆ 加藤　ホームページに事例などはありますね。
ありがとうございます。

続きまして藤田さんと新明さんにソーシャルワー
カーというコーディネーター側からお答えいただ
きたい質問です。産業医が選任されていない中小企
業で、従業員の方の両立支援をどうしたらいいか悩
んでいるということです。両立支援への援助や工夫、
どのように進めていけばいいかというようなアド
バイスがありましたらお願いします。

◆ 藤田　たしかに50人未満の従業員で産業医がい
ない事業場の場合は、私どもの病院の例で言えば、
実際にその事業場の中で、どなたが勤めている労働
者に対して人事監督権を持っているのかが重要と
考えています。患者さん自身がそこの事業場で長年
勤めていたり、そこで必要とされている人材であれ
ば、先ほどの新佐さんの話しではないのですが、そ
の人は欠けがいのない存在としてその事業場にい
らっしゃるので、そういう場合はわりにうまくいき
ます。小さな事業場であればあるほど、そこの社長
さんが、「俺がいいと言えばいい」というようなとこ
ろがありますから、権限を持っている人との関係性
がいいかどうかというところでだいぶ決まってし
まうとは思います。

逆に、何としてもいてくれないと困るということ
になっていない例もありました。何とか配置転換や

業務を工夫することで辞めずに治療と仕事の両立
ができないかということを相談しましたが、そうし
た配慮をなかなかしてもらえず、結果的には、退職
という形をとりました。そこは本当にケースバイケー
スなのだろうなと思います。

辞めた後にその人が、自身の人生設計の中でやは
り仕事を続けていきたいということになれば、そこ
への支援は、治療と仕事の両立支援とはまた別の意
味で社会復帰支援を開始するのかなとは思ってい
ます。

◆ 新明　先ほど事例で挙げさせていただいた方は、
小規模事業場の方で、藤田さんからおっしゃってい
ただいた通り、まずどなたに相談すればいいのかと
いうことを、必ずご本人さんと共有するようにして
います。小規模事業場では、病気の方を復職させて
一緒に働いていくということ自体が、企業側にとっ
ても初めての経験、初のチャレンジになるという事
例が非常に多いかと思います。実際に先ほど紹介さ
せていただいた事例の方も、その1人でした。初め
ての取り組みは大変なことではあるのですが、1事
例できると、2事例目、3事例目というようにつながっ
ていくと考えます。医療情報の共有に関しては、コー
ディネーターが実際にサポートを行い、橋渡し支援
をしていくことも有効な場合があると考えます。ま
た、企業に即したニーズを、できる限り私たちもア
セスメントさせていただき、支援を行うことも非常
に大事なのかなと思います。様々な方法があると思
いますが、今後も支援方法は模索する必要があると
考えます。

両立支援における医療機関と企業との連携
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サポートの必要性は全員に周知し
全力でサポートする

◆ 加藤　ありがとうございます。次の質問はやや
難しいのですが、がん患者さんが仕事をしていくと
やはり作業能力は落ちてしまいます。半人分ぐらい
の仕事しかできない場合、他の方がカバーしなけれ
ばいけません。そういうことをどのように続けてい
けばいいのか、うまくやっていくにはどういう方法
があるかというものです。檜山さんと新佐さんに何
かアイデアがありましたら教えていただきたいの
ですが。システムとか考え方ということです。

◆ 檜山　正直なところをお伝えしますと、私も企
業様に20社近く支援に行っていますが、実は両立
支援に積極的に取り組んでいるところにはまだ当っ
ていません。やはり中小企業さんはリソースが限ら
れていますから、そこまで制度として整えられてい
るところはなかなかありません、少ないです。もし
がんになられた方が出たらどうするのですかと聞
きますと、お答えとしては「その時考える」というこ
とが多く聞かれます。したがって実例の方からお答
えするのが難しい状況です。

◆ 加藤　ありがとうございます。新佐さんは何か
アイデアがありますか。

◆ 新佐　社会全体が人手不足になっていくという
ことなので、次に人が入ってこない可能性がある前

提で動く必要があります。当社ではがんに罹患した
社員はいないのでメンタルヘルスについての話し
になりますが、病気のせいで復帰できなくなる、辞
めるかもしれないという話しになった時に、管理職
にまず何を言うかと言いますと、「次は人を入れら
れません、ウチみたいな会社に誰が入ってきますか。
中小企業だし、この会社に望んで入ってくる人間な
どはいないのだから、復職の支援をして、今病気に
かかっている人が0.5人前でも0.1人前でも働いて
くれている方がありがたいじゃないですか。」と言
います。私たちは、とにかくその人が今は0.1しか
働けていなかったとしても、支援をして0.5でも動
けるようになると大変ありがたい。なぜかと言いま
すと、これ以上、人が入ってこない可能性がある以上、
各部署全力で「サポートしてください」ではなく「サ
ポートせよ」と言って指示します。

先だっての事例ですが、実際にサポートをしてい
る間、人は足りないし、こんなに大変なことはない、
あの人はいつになったら復帰するのと言われてい
ました。数年経ってその方がしっかり復帰して8時
間勤務ができるようになった時、「あの人はいつに
なったら復帰するの？」と言っていた人が今度はメ
ンタルヘルスに罹患してしまうのです。その時に、
あの人はこういう状態だったのだということが初
めて分かりましたと言っていました。私たちが言っ
たのは、あの時にあなたも含めて一生懸命に周りの
人がサポートしてくれたから彼は今8時間働けてい
る。あなたも今は同じ状況になっているので、会社
としては8時間勤務に復帰できるまで私たちは全力
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でサポートする。だから安心して休みなさい、安心
して復帰してきなさいと言います。「ウチの会社は
復職支援に成功しているから心配ない、ちゃんと来
なさい、大丈夫だから」と伝えて、今は元気に8時間
働いてくれるようになっています。

振り返るとやはり病気だからと言って腫れ物に
触るようにするのではなく、必要としています、そ
のためには私たちはきちんとサポートしていきま
すということを全員に伝えておくことによって、0.5
しか働けない人がいずれ0.6働けるようになること
に対してありがたいと思ってもらえるような風土
を作っていくことが、大事であったと思います。

ころへの働き掛けは何かされていますかという質
問ですが、いかがですか。新明さんお答えお願いで
きますか。

◆ 新明　それはご本人に対してですか。

◆ 加藤　そういう患者さんがいる企業側に対して
何か病院側からアプローチができるのかという質
問です。

両立支援における医療機関と企業との連携

病院側から事業者側に伝えるべきこと
― 実際に職場に出向いてみること

◆ 加藤　ありがとうございます。意識も変えない
といけませんし、大事なのは最初の1例でしょうか。
次に続けていくことも非常に重要かと思います。

両立支援コーディネーターの方への質問が来て
います。病院側からのお答えをお願いしますという
ことです。職場側は、治療への理解が乏しく、疾患
についてもあまり詳しくありません。そうなると化
学療法時の休みもなかなか取りにくいとか、嫌がら
せのような言動が少しあるとか、そういうようなと

◆ 新明　実際に有効かどうかは、なかなか数値で
は表せないものがあると思いますが、ガイドライン
を使った診断書の提供や、企業側とご本人さんの承
諾を得た上で行うことになりますが、企業へ訪問し、
客観的な情報を伝えるための支援を行うというこ
とは、私たち両立支援コーディネーターの5人が行っ
ていることです。企業側と具体的な配慮事項を共有
し、適切なパフォーマンスに関して検討することで
企業側が理解される場合もあります。

また、復職定着まで継続的にお付き合いしていく
ということです。復職した後に新たな課題が出る場
合がありますので、その課題の相談先として、私た
ちが窓口になって相談を継続することが非常に大
事になってくるところだと思っています。
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療養・就労両立支援指導料の改定議論の行方

◆ 加藤　治療内容とか副作用とかスケジュールな
ど基本的なことが事業者側に伝わっていないだけ
ということもありますから、その情報の共有は非常
に大事かと思います。

次は丹羽さんへの質問ですが、療養・就労両立支
援指導料が今はがんについてとれるようになって
いて、これは今中医協で検討中ということですが、
具体的にどのような変更要望が出ているのかとい
う質問です。答えられる範囲でお願いします。

◆ 丹羽　診療報酬の改定については、今、厚生労働
省の保険局が担当し、中医協で議論されていて、ま
だ議論の途中なので決まってはいませんという前
提で申しあげますと、先ほどの講演の中でも少し申
しあげたのですが、現行の対象疾患は、がんであり、
産業医のいる事業場の労働者であり、主治医からの
意見書に対して産業医が返事を書くというキャッ
チボールが成立したらという要件になっています。
それに対して対象疾患のがん以外への拡大、それか
ら算定要件として、今言いました「産業医要件」や

「キャッチボール」の話しを少し見直せないかとい
うことで議論が進んでいると聞いています。

まだ決まっていないのでそのぐらいしか申しあ
げられないのですが、少なくとも今の要件よりは少
し拡大する方向で進んでいくのではないかと思っ
ています。

事業場の実情に合わせて柔軟に
就業規則化する

◆ 加藤　期待の持てるお答えでありがとうござい
ます。

復職してからのことなのですが、時短勤務とかそ
の前の休職期間のことなどで社会保険との関係で
注意すべきことはありますかという質問です。時短
勤務などの制度も就業規則に盛り込めるかという
ことですが、就業時間に関して丹羽さんお願いしま
す。

◆ 丹羽　柔軟な働き方ということで試し出勤とか
時短など色々ありますが、たとえば病気休暇や短時
間勤務、試し出勤などにつきましては、先ほどもお
話しさせていただいた通り、事業場が自主的に設け
る制度です。このほか法定の休暇制度というものが
あり、法定は労使協定なのですが、時間単位の年次
有給休暇制度は法律で定めていますので、法定外の
自主的に定めるものや法定のものと色々ありますが、
それをどのように組み立てるかは、本当に各事業場
の実情に応じてよく検討していただきたいと思い
ます。検討した結果、導入していただければ、治療
と仕事の両立支援に配慮することになりますから、
どういう制度を採り入れるかは、ぜひよく検討して
いただければと思っております。
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◆ 加藤　これはそれぞれの事業場ごとに就業規則
で作っていただくということですね。

今回の「両立支援における医療機関と企業との連
携」というテーマで今までお話しいただいてきたの
ですが、最後にみなさまから今後の課題や注意点に
ついて、それぞれの立場からお話しいただきたいの
ですが、丹羽さんからよろしくお願いします。

◆ 丹羽　今回のテーマは「両立支援における医療
機関と企業との連携」ということでした。厚生労働
省では、治療と仕事の両立支援を進めていこうとい
うことで、これまではポスターを作ったり、シンポ
ジウムをやったりして、一生懸命に広報をしてきた
のですが、来年度以降も広報は続けていくとしまし
て、やはり大事なのは事業者、事業場に対して、かつ
医療機関という両者に対して両立支援の研修をもっ
と充実させていく必要があるのかなと思っていま
す。その研修などを通じて両者の連携の必要性をよ
く訴えていきたいと考えています。

医療機関と企業との両立支援の連携に関する今後の課題

◆ 加藤　檜山さんお願いします。

◆ 檜山　先ほどの講演で両立支援の課題のところ
で申しあげるのを失念してしまったのですが、健康
経営も含めてですが、やはり中小企業さんは、従業
員さんを支えたくても、それを支える余力がない。
その前にそもそも健康経営アドバイザーという、な

両立支援における医療機関と企業との連携

いしは両立支援コーディネーターという存在がい
ること自体知らないので、もっと周知を徹底させる
ことが必要かと思います。誰も従業員の健康をほっ
ぽらかしにして両立支援など知らないよと思って
いるわけではないので、こういうサポートシステム
があるのだということの周知が必要だと思います。
企業様がみなさまのようにセミナーに出向いてき
て長時間お話しを聞くというのはなかなか難しい
ので、企業様の方に出向いてあげることが大事だと
思っています。

また取り組みを進めるにあたっては、両立支援も
ありますが、補助金はけっこう効くのかなという感
じがあります。それがインセンティブになって取り
組みをされる企業がけっこうあるという気がして
います。

それから中小企業さんは職種がそう多くないの
です。運送業で言いますとトラックドライバーさん
が傷んでしまったという時に内勤に戻しても、彼ら
に内勤でできる仕事はないということもあります
ので、そういう意味でも両立支援は非常に難しい。
運送業に関して言えば、定期健診をきちんとやって
おらず、勤務形態が深夜になったりしています。ま
たバリウムを飲むと運転中にお腹がグルグル鳴る
といけないからバリウムを飲ませられないという、
本当に個別課題が色々あるので、そういうことを分
かった上で支援をしていかなければいけないとい
うことをいつも思っています。
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何をしたらだめなのかという判断もできない。だか
らもっともっとグイグイと両立支援コーディネーター
の方が企業に対してもっと積極的にきてくれた方
がいいと思います。専門家と一緒にやっていく方が
安心と言いますか、助かるところも多いので遠慮せ
ずに来ていただけるといいなと思っています。

◆ 加藤　ありがとうございます。

◆ 藤田　横浜労災病院と東京労災病院の大きな違
いは、東京労災病院は、治療就労両立支援センター
として、独立したセンターになっているのですが、
横浜労災病院は治療就労両立支援部になっていま
す。独立して両立支援コーディネーターの業務を
やっているわけではなく、病院の中で他の相談業務
との兼務としてやっているので、十分やりきれない
ところは日々感じています。その中で思うのは、先
ほどの発表でも申しあげたのですが、患者さん自身
が本人のポテンシャルと言いますか、持っている力
があるので、そこをいかに信じて、聴いて受け止め
共有をして、背中を押せるかというところだと思っ
ています。

先ほどのなかなか理解してもらえなかった時に
どうするかという話しの中でひとつ思い出したこ
とは、やはり疾患のことが理解されなかった時に、
その人が疾患によって具体的に何が制限されるの
かを知ってもらうということがありました。私の経
験した例では、乳がんでしたが上肢の可動域に制限
がありました。リハビリの時に、これはできるが、

◆ 加藤　ありがとうございます。運転手さんは非
常に難しいですね。糖尿病ですと低血糖の発作を起
こすとか、実際に両立支援は難しいと一例一例感じ
ながら進めています。それでは新佐さんお願いしま
す。

◆ 新佐　連携ということですが、今まではメンタ
ルヘルスが発生してもある程度対処ができてきま
した。それは私たちにある程度の知識も経験もあっ
たので、何かあった時にこうしたらいい、こうした
らだめだというパターンの取捨選択ができていた
からです。しかしちょっと重めになって、これは医
療機関に送らなければだめだとなった時に、会社か
ら近くの病院に連絡して、本人には明日はこの病院
に行きなさいと伝えたのですが、実際には当日本人
から今日は無理です、行けませんと言われました。
病院に連絡したら「来てくれないと困ります。こう
いうことは二度とないようにしてください。」と言
われて驚いたことがあります。私たちはメンタルヘ
ルスの病院としてこの対応はどうだろうか、と疑問
を持ち、他にあたることができましたが、もし他の、
まったく知識のない中小企業がそれをされてしま
うと、ウチでは対応できないと思うでしょうし、お
手上げ状態になるだろうなと思います。

そういう意味でも間に入ってくれる両立支援コー
ディネーターの方がおられるというのは大きいと
思います。メンタルヘルスの場合は対応できました
が、いずれがんに罹患する社員が出た場合、私たち
ではたぶん対応できない、何をしてあげればいいのか、
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これはできないというけっこう細かい内容のペーパー
をOT（Occupational Therapist：作業療法士）に
作ってもらい、患者さんはそれを持って会社と話を
し、この業務はできるが、この業務はできないとい
う交渉ができたということがありました。本人だけ
では難しい部分で少しお手伝いすれば交渉できる
ところももしかしたら生まれるかもしれません。

それから私は、新明さんのように実際に職場まで
出向いたことはありません。それでも当院ではがん
とは別にメンタルヘルスの両立支援にも取り組ん
でいまして、当院のメンタルヘルスセンターの部長
は医師ですが、実際に病院から出て行って精力的に
職場訪問等の活動をされています。横浜労災病院の
ホームページを見ていただくと、メンタルヘルスセ
ンターではこういうこともやっているのだという
ことを理解していただけると思いますので、ぜひ参
考にしていただければと思います。

◆ 新明　企業との連携に関して、医療機関側の視
点から申しあげますと医療機関が、治療だけではな
く仕事という当事者の社会生活にコミットしてい
くということの難しさは、どの医療機関も大変感じ
ているところだと思います。当センターでは専任の
両立支援コーディネーターが両立支援業務を担っ
ているからこそ支援や業務が遂行できる部分はあ
ると思います。他医療機関から、企業との連携に難

両立支援における医療機関と企業との連携

渋しているという声は、多くいただきます。
組織内の足場づくりをして、仕事の相談ができる

ということを患者さんに知っていただき、そこから
どのような支援が可能か検討する必要はあると考
えます。地域や病院の特色などによって異なると思
いますが、私たちもまだまだ模索中の段階であり、
今後も両立支援の拡大を検討しています。

◆ 加藤　ありがとうございます。実際に患者さん
を見ますと両立支援ではかなり深いところまで付
き合わなければいけない、交流しなければいけない
というところがあり、大変な仕事であると思います。
企業の方にもなるべく雇い続けてもらいたく、それ
には何が必要かということで工夫していただけた
らと思います。また企業への周知ですが、今日来て
いただいている方は非常に理解してくださってい
ると思いますが、みなさんが両立支援というものが
あること、辞めないように企業の方に働きかけると
か、医療機関側には何をしたらいいかを聞いてみる
というように動いてもらえたらと思います。

また分からないことがあったら労災病院や産業
保健総合支援センターが近くにはありますから、気
軽に問い合わせていただけたらいいかなと思います。

以上でパネルディスカッションは終わりにした
いと思います。みなさんどうもご清聴ありがとうご
ざいました。
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独立行政法人 労働者健康安全機構 理事 副総括研究ディレクター　大西 洋英

本日は、多くの方々にお集まりいた
だき、誠にありがとうございました。

行政、企業や医療機関など様々な立場
でご活躍中の先生方に、両立支援をめぐ
る最近の社会の動きや健康経営と両立
支援、企業、医療機関での実際の取り組
み事例などについてご報告をいただき
ました。ご講演いただいた先生方に対
しまして改めて厚く御礼申しあげます。

最後のパネルディスカッションにお
いて、東京や大阪など大都市以外では
両立支援の普及が十分でなく、両立支
援の実施をどのようにすればよいのか
というご質問がありましたが、大都市にしても両立
支援制度が未だ十分に浸透していないのが実状です。
両立支援の相談に関しては、本日の講師からも説明
がありましたが、都道府県労働局や労働基準監督署
などの行政機関でも相談に乗っていただけます。

また、私ども労働者健康安全機構は、全国47都道
府県に産業保健総合支援センターを設置し、労災
病院も全国に29ヵ所ございますので、これらの施
設にも気軽にご相談ください。とくに産業保健総
合支援センター（産保センター）は各都道府県の県
庁所在地にあり、全国統一ナビダイヤル（0570−
038046：サンポヲシロウ＝産保を知ろう）も設置
しております。また、さらにインターネットで「産
保センター」と検索しますと、私どものホームペー
ジが表示され、各都道府県産保センターの電話番号
が容易に検索できます。ぜひとも気軽にご相談くだ
さい。相談は無料です。

なお、私ども労働者健康安全機構では、図1に示
しますように、両立支援コーディネーターが患者さ
んに寄り添いながら企業側と病院側の情報共有を
して、復職や治療を続けながらも仕事の継続を安心
して行えるようなトライアングル型両立支援の体
制の構築に励んでおります。本日のフォーラムでの
報告にもありましたように、まだまだ医療者側、事
業場側の理解不足、また、国民の皆様の両立支援に
関する理解不足という状況もありますので、今後も
継続的に両立支援の普及、啓発に尽力してまいりた
いと思います。

最後に、ご参加いただきました皆様方におかれま
しては、病いを抱えた勤労者の職場復帰や就労継続
の願いを成就できますよう、皆様のお立場、職場に
おかれまして、この両立支援が十分に機能するよう
ご尽力いただければと願っております。

本日は誠にありがとうございました。

閉会挨拶

図1

労働者健康安全機構の治療と就労の両立支援スタイル
～ トライアングル型のサポート体制 ～


